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教育目標と本年度の重点目標の評価 

学校の教育理念・目標 

 

総括 

令和 4 年度重点目標 重点目標・計画の達成状況 

 

課題と解決方策 

【教育理念】 

自律：医療に携わる人として、自ら 

学び、考え、行動する。 

信頼：医療に携わる人として、仲間 

から患者さんから、社会から 

信頼を得る。 

貢献：医療に携わる人として、人々 

の健康で幸せな生活に貢献 

する。 

【目標】 

建学の精神「健康のありがたさ

を知り、手をもって、伝え広め

る」に基づき、上記の教育理念

を実現する医療人を育成する。 

【目的】 

学則第 1 条 

教育基本法及び学校教育法に

基づき、あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師等に関す

る法律、柔道整復師法、理学療

法士及び作業療法士法若しくは

保健師助産師看護師法による、

あん摩マッサージ指圧師、はり

師、きゅう師、柔道整復師、理学

療法士、作業療法士若しくは看

護師、又はスポーツ指導者とし

ての必要な知識と技能を習得せ

しめ、あわせて医療従事者とし

ての人格形成に努め、国の医療

及び保健、福祉活動等の充実、

発展に貢献する。 

1.SWOT 分析を活用した広報活動の

実践を図るとともに、学校のブラ

ンディング力の推進を図り、Web

戦略の強化及び同窓会･卒業生と

の連携強化による広報活動戦略

の展開と学生募集を推進し、令和

5 年度入学者数目標 191 人を確保

する。 

2.教員の資質能力の向上及び事務

職員も学生支援に取り組むこと

で学生とのかかわりを深め休退

学者の減少を目指す。 

3.FD・SDによる人財活用と資質向

上を目指し、学内研修、Web研修

を行う。 
4.数値目標及び実績は、以下のとお

りである。［目標/実績］ 

・入学者数: 191人/161人 

達成率 84.3％ 

・退学者率: 3.7％以下 / 4.98％ 

・国家試験合格率: 

 97.14% / 88．99％ 

（アスレティックトレーナ（「AT」） 

等スポーツ医療学科の資格試験 

除く。 

目標及び実績は、単純に各資格の 

合格率を資格数で除した数値） 

・アスレティックトレーナｰ（AT）： 

50％/75.0％ 

・トレーニング指導者（JATI）： 

       100％/100％ 

1.について、SNS を利用した学生募集やインタ

ーネット出願等 Web による広報活動を行っ

た。入学希望者紹介制度を活用し 27 人の入

学者があった。（前年度実績：14 人）入学者

については、入学辞退もあり、161人であっ 

た。 

今回、入学定員充足率が 100％で、学科入

学定員を満たしたのは、理学療法学科のみで

ある。鍼灸マッサージ学科は、創設以来、募

集入学定員を下回った（30 名定員：入学者 24

名、入学定員充足率 80％）のは、初めてで深

刻な事態である。 

2.は、それぞれ実施したが、休退学者数は、目

標:24 人、3.74％に対し 32 人 4.98％であっ

た。3.は、理学療法学科･作業療法学科･看護

学科において多職種連携教育を実施した。 

また、ＦＤ・ＳＤ研修をＷｅｂ形式で行った。 

4．数値目標については、入学者数は、スポー 

ツ医療学科（「スポ医」）の募集停止により 

募集定員は 291 人（30 人減）となったもの 

の、達成率（目標達成率）は、前年度 82％か 

ら 82.7％となった。 

退学者率については、目標値 3.7％以下に対

し 4.98％と上昇したが、前年度実績 6.13％

と比較すると、軽減された。 

国家試験合格率は、単純平均値ではあるも 

のの前年度 90.3％から 88.99％と漸減した。

アスレティックトレーナｰ（AT）は、前年度

83.3％から 75％となった。トレーニング指導

者（JATI）は、前年度の 60％から 100％と改

善された。 

令和 4 年度は、引き続き未曽有の
感染症であるコロナ禍により、多く
の目標、事業計画が十分達成、実施で
きなかったこともあった。 
前年度同様コロナ禍が蔓延する時

期があったことから、前年度の経験
を踏まえ、教育活動や学校運営への
影響を考慮しながら、改善に努めた。   
一部には十分な結果･成果が得ら

れなかったことで、今後に課題･問題
を残すこととなった。 
令和 6 年度の学生募集に向け、オ

ープンキャンパスへの参加動員の
増、志願者増・入学者の確保、入学定
員充足率の向上など学校目標の達成
が急務である。 
令和 4年度以降の学校改革に向け、

令和 4年 4月に「学科改編委員会」を
組織し、現状の課題等の洗い出し等
を行った。令和 4年 10 月には、委員
会等組織のスリム化を行ない 10委員
会から 6 委員会へ集約し、業務の効
率化を図った。 
また、令和 4 年度でスポーツ医療

学科が廃止、令和 5 年度から鍼灸 2
部、柔整 2部も募集停止となった。 
学生の減少に伴う学生生徒等納付

金の減少及び昨今の物価上昇への対
応と教育環境の改善、財政基盤の安
定化を図るため、令和 4 年 12 月開催
の理事会で令和 6 年度からの学生生
徒等納付金の改定が承認された。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【理念・目的・育成人材像】 教育理念は前頁に記したとおり、学校案内パンフ

レット、本校ホームページ（「HP」）、オープンキャンパス（「OC」）での紹介、

学生便覧、教職員の名刺に記されるなど、受験希望者やその保護者等に周知さ

れ、同時に在校生及び教職員に共有されている。 

 本校の目的は、学則第 1条に規定されており、教職員は「共有ネットワーク」

でいつでも閲覧可能であり、「学生便覧」や「HP」にて学生にも明示されている。

育成人材像・教育目標等については、各学科の「授業概要」に記され、本校が養

成する職種･資格に相応しい知識や技能、態度･習慣等が明記されている。 

本校の建学の精神、教育理念に基づき、アドミッション･ポリシー、カリキュ

ラム･ポリシー、ディプロマ･ポリシー及びアセスメント･ポリシーを策定し、学

科毎に目標を設定している。 

また、令和 3年 12 月に策定したタグライン「やさしく、つよい、プロフェッ

ショナル。」ボディコピーについて、ＳＮＳ、スマホを含め、これらを活用した

ブランド戦略として本格的な広報活動を行っている。 

 

【職業実践専門課程の認定】 職業実践専門課程（文部科学大臣が認定:企業等

と密接に連携して、最新の実務の知識･技術･技能を身につけられる実践的な職

業教育に取組む学科）として、制度創設初年度の平成 26年 3月に、鍼灸マッサ

ージ学科（「鍼マ」）、鍼灸学科（「鍼灸」）1部･2 部、理学療法学科（「理学」）、作

業療法学科（「作業」）及び看護学科（「看護」）が認定され、平成 26年度から適

用されている。 

また、柔道整復学科（「柔整」）1部･2 部は、令和 3年 3月に認定され、令和 3

年度から適用されている。 

近年、各資格に係る学校養成施設指定（認定）規則が順次改正されており、特

に総単位数の増加、臨床（臨地）実習の強化、多職種連携の導入等カリキュラム

の充実が図られている。 

それに伴い、本校でも鍼マ･鍼灸及び柔整においては、平成 30 年度入学者よ

り、理学･作業では、令和 2 年度入学者より新たなカリキュラムをそれぞれ適用

した。また、看護では、令和 4年度入学者より新たなカリキュラムとなった。 

鍼灸マッサージ学科･鍼灸学科 

1.全国でも数少ない「あん摩マッサージ指圧師」の養成施設 

2.修業年限が 3 年制であり、卒業時には「専門士」の称号が付与 

3.夜間部の鍼灸学科は、中･四国では本校のみ（令和 5 年度生より募集停止） 

4.スポーツ、中医薬膳、医薬品登録販売者など多彩なゼミを開講 

5.充実した附属鍼灸治療院を備え、職業実践的な臨床実習環境を整備 

柔道整復学科 

 1.中･四国初の柔道整復師養成施設として設置され、臨床経験豊富な講師陣を 

配置。修業年限が 3年制であり、卒業時には「専門士」の称号が付与 

2.スポーツ柔道整復師育成プログラムを開講し日本トレーニング指導者協会 

（「JATI」）認定トレーニング指導者、障がい者スポーツ指導員初級の取得が可能 

3.充実した附属接骨院を備え、実践的な臨床実習環境を整備 

理学療法学科･作業療法学科 

1.香川県の理学療法士、作業療法士養成施設としては、最も長い歴史を持ち、

広く深く学べる 4年制 

2.香川県で唯一「高度専門士」の称号と大学院入学資格が付与 

3.九州保健福祉大学（通信教育）の併修制度（任意）により、学士（社会福祉

学）の取得が可能。また、障がい者スポーツ指導員初級の取得が可能 

4.合計 25週間に及ぶ臨床実習を実施し、即戦力を身に付ける。 

看護学科 

1.修業年限が 4 年制であり、卒業時には「高度専門士」の称号と大学院入学 

資格が付与 

2.九州保健福祉大学（通信教育）との併修制度（必須）により学士（社会福祉 

学）、の取得が可能 

3.東洋と西洋の医学を融合させたカリキュラムにより癒しを提供できる看護を 

学ぶ。1年間の臨地実習により、実践能力を習得 

4.5つの充実した実習室を完備し、看護技術を習得 

スポーツ医療学科 

 1.四国で唯一 AT の資格取得が可能な認定コース 

 2.充実した講師陣の配置と充実したスポーツ現場実習環境を整備 

   なお、スポ医は、令和 4年度末をもって廃止とした。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

1-1-1 理念・目的・育成人

材像は、定められている

か 

教育理念・教育目的を定め、広

く周知する。 

学校案内パンフレット、本校

HP、OC、学生便覧等にて周知し

ている。 

特になし。 ・学校案内パンフレット 

・本校 HP 

・学生便覧 

1-1-2 育成人材像は専門

分野に関連する業界等

の人材ニーズに適合し

ているか 

職業実践専門課程の認定を受

け、企業や業界団体と連携する。

その過程で業界が求める人材ニ

ーズを把握し、カリキュラムに

反映させる。 

 スポ医を除き、職業実践専門

課程の認定を受けている。 

また、各学科では、教育課程編

成委員会を開催し、委員からの

意見、提言等を聴取し、改善に務

めている。 

そして、令和 2 年度には、理

学･作業で、同 4年度から看護で

カリキュラムを変更した。 

 

スポ医は、企業等と密接に連

携しているものの、総授業時間

数が基準に満たないため、認定

要件を満たせない。 

教育課程編成委員会では、委

員から意見、提言、質問もあり、

次回改正に向けて反映させた

い。 

 

・本校 HP 

・学生便覧 

・各学科の授業概要 

・教育課程編成委員会規程 

・教育課程編成委員会議事録 

・学則変更承認申請書、認可 

 書 

・学則変更届 

1-1-3 理念等の達成に向

け特色ある教育活動に

取組んでいるか 

理念等の達成に向け、特色あ

る教育活動に取組む。 
 
※各学科の特徴は、大項目の

特記事項を参照 

 学科毎に、課外授業･ゼミ等を

実施し、また標榜する資格以外

の資格･検定等の取得に取組ん

でいる。 

現状、学科毎の実施であるが、

全学生に有用なものについて

は、学校として実施してきてい

る。 

・学生便覧 

・各学科の授業概要 

・本校 HP 

1-1-4 社会のニーズ等を

踏まえた将来構想を抱

いているか 

企業や業界団体等のニーズ・

意見等を参考にし、中期計画や

将来構想を構築する。 

専攻分野毎に教育課程編成委

員会を開催したほか、企業、業界

団体、同窓会（卒業生）を通して

情報収集を行った。 

 

 

 

企業や業界団体等からのニー

ズ･意見等を踏まえて学校内で

検討していきたい。 

・教育課程編成委員会議事録 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

理念･目的･育成人材像に関する項目は、概ね達成されている。 

  

特になし 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準２ 学校運営 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【運営方針】令和元年度に学校の組織改革を行い、令和 2 年度から、学園基本方針

を踏まえて、学校及び各学科等の基本計画を定めるに至り、当該年度の確実な計画

の執行を図ることが可能となった。 
 
【事業計画】 事前に詳細な事業計画等を立案することにより、事業計画等の予算の

の執行に努めた。 

上述の基本計画に基づき、学園事務局と協議を進めながらより確実な事業計画の

執行に努めた。予算編成時のヒアリングを実施している。 
 
【運営組織】 理事会、評議員会は、定期にまた適宜に開催され、重要事項の決議や

法人･学校の適切な運営が図られている。 
 
【人事・給与制度】 人事については、令和 3年度は、同元年度より導入した「人事

評価システム」を一部修正し、その制度を改善･充実させていく過程の年度となった。   

また、令和 4 年度において人事制度の改訂を行い、令和 5 年度から「人財育成シ

ステム」として構築した。 

一方、給与については、令和 2 年度に新たに等級毎の給与テーブルを設け、また

教職員の給与明細の電子化を実現した流れを受け、その定着を図った。 
 
【意思決定システム】 学校運営会議、教員会議及び各種の委員会を設け、またそれ

らに係る規程を整備し、迅速で円滑な意思決定が図れるようにしている。 

稟議書については、令和元年 10 月より電子化を図り、起案から決裁までの時間が

短縮され、業務執行までの迅速化が実現できている。 
 
【情報システム】 E メール、共有ネットワーク（Group Session）、共有フォルダ

（share）、稟議システム（ジョブカン）を備え、業務の効率化を図っている。 

令和 3年度に、学務システム（info Clipper）の導入･運用を行い、令和 4 年度は、

更なる業務効率の向上を実現し、入試・広報部も含め全学科各部署で本格運用した。 

本校は、7学科・9 コースを擁している。 

その起源は、昭和 31年創設の「香川県指圧学校」にあり、その後 3度の

校名変更、姉妹校･「四国リハビリテーション学院」の開校を経て（同学院

は、平成 9年に開校したが、平成 18年度の学校統合に伴い廃止となる。 

現在は、本校の理学療法学科及び作業療法学科となっている）、現在に至

っている。 

一方、設置者は、学校創設以来個人であったが、平成 6 年に法人化され

た。 

法人の適正運営のため、私立学校法等関係法令及び寄附行為等法人の規

程に従って、理事・監事、評議員を選任し、理事会、評議員会を開催し、法

人としての意思決定を行っている。 

理事長を補佐する者として副理事長を、学校長を補佐する者として副学

校長（2名）をそれぞれ置いており、理事長、学校長それぞれの任務を遅滞

なく遺漏なく行えるよう体制を整えている。 

また、専任教員、教務助手、兼任教員(非常勤講師)及び事務職員等を配置

している。 

7 学科・9コースの名称、修業年限及び 1 学年の定員は、下記のとおり。 

・鍼灸マッサージ学科     3年 / 30名 

・鍼灸学科 1部  （昼間部） 3年 / 30名 

・鍼灸学科 2部  （夜間部） 3年 / 30名 

・柔道整復学科 1部（昼間部） 3年 / 30名 

・柔道整復学科 2部（夜間部） 3年 / 30名 

・理学療法学科        4年 / 36名  

・作業療法学科        4年 / 30名 

・看護学科          4年 / 75名 

・スポーツ医療学科（夜間部） 2年 / 30名 

スポ医は、既に学生募集を停止しており、令和 5 年 3 月末日に学科廃止

とした。また、鍼灸 2 部及び柔整 2 部も令和 5 年度生以降の募集を停止し

ており、令和 7 年 3月末日をもって課程を廃止予定である。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-1 運営方針 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-1-1 理念に沿った運営方針

を定めているか 

学校の「建学の精神」及び「教

育理念」を達成するため、組織

体制を整備し、かつ、学校運営

会議、教員会議及び各種の委員

会を設置し、適正で効果的な運

営に努める。 

 

また、当該年度の学校基本計

画方針、事業計画を定める。 

学校運営会議、教員会議を

軸に、令和 4 年 4月 1日現在

10 委員会、令和 4 年 10 月 1

日現在 6 委員会に再編し、学

校の適正な運営と諸課題の

解決等にあたった。   

 

また、令和 4 年度の法人の

学園基本方針に基づき、学校

の基本計画方針を定め、それ

に基づき、各学科･各部署及

び各種委員会が協力、連携

し、業務を遂行した。 

令和 2 年 4 月 1 日に、26 あ

った委員会を 10 員会に集約し

た。 

 

その後、教職員の委員会に係

る業務負担は過重であり、業務

の遅滞や非効率化の一因とな

っているため、令和 4年 4月に

設置した「学科改編委員会」に

おいて、各種委員会の見直しを

行い、令和 4年 10月 1日から、

6 委員会へ再編を行った。 

 

・「建学の精神」、「教育理念」 

（本校 HP、募集要項等） 

・組織図 

・会議等規程、各種の委員会 

規程等 

・各種の会議･委員会議事録 

・令和 4年度四国医療専門学校

基本計画、事業計画 

・各学科･部署の重点基本計画 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

令和元年度、その前年度まで短期大学長であった者及び大学の事務局長経験者

をそれぞれ学校長及び学校事務局長として採用し、本校の組織改革に着手した。 

 

その結果、従前は十分ではなかった学校及び各学科等の基本方針･基本計画を

明確に定めることができ、それに基づいた当該年度の事業計画や予算を明確に

し、当該年度の確実な事業の執行を図ることが可能となったほか、コロナ禍対策

にも少なからず寄与した。 

また、令和 3 年度においては、政府の新型コロナワクチン職域接種会場とし

て、本校、香川看護専門学校及び香川県立農業大学校の 3校合同で運営し、組織

的対応と地域貢献を行った。 

 

従前の組織体制に比べ委員会数が急増したことに起因する教職員個々の業務

過重に繋がったことは否めず、令和 2年後期には、委員会の整理･再配分を行い、

令和 4 年度も継続してその運営を行ったが、令和 4 年 10 月からさらにスリム化

を図った。当初 26 委員会から、最終的に 6委員会に再編した。 

・学則及び細則に定める会議･委員会 

  学校運営会議、教員会議、学科会議、兼任教員（非常勤講師）会議、     

実習指導者会議、学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会 

・学科改編委員会（令和 4年 4月 1 日設置、令和 4年 11月 15日廃止） 

・各種委員会（令和 4 年 10 月 1 日現在） 

自己点検・評価委員会、倫理委員会、教務委員会、学生委員会、入試委員会、 

広報委員会(以上 6 委員会) 

・附属施設 

図書委員会、紀要編集委員会、附属施術所運営委員会、地域連携センター運

営委員会、保健管理センター運営委員会、安全衛生委員会（以上 6委員会） 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-2 事業計画・予算の執行 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-2-1 理念等を達成する

ための事業計画を定め

ているか 

理念等の達成のために、各学

科･附属施設･各部署で事業計画

を定め、理事会等で承認を得た

のち、適正に執行する。 

令和 2 年度に事業計画書･予

算書の様式を刷新し（事業計画

と予算がリンクするようナンバ

リングを施した。実施時期、継

続･新規の別等を記す欄を設け

た等）、令和 4年度もそれを継続

した。 

 

業務執行にあたっては、従前

どおり、内容の個別精査を行い、

その可否の判断を行った。 

今後、効率的な予算の執行に

ついて、学園事務局と協議を行

い改善に努めたい。 

・法人の事業計画書･予算書 

・各学科･各附置施設･各部署

の事業計画書･予算申請書 

・稟議書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

従前は、事業計画と予算がリンクしていない内容があり、事業計画の内容が十

分とは言えない場合が散見したため、令和 2 年度は事業計画書･予算申請書の様

式を刷新した。 

具体的には、事業計画と予算がリンクするようナンバリングを施したほか、実

施時期、継続･新規の別を記入する欄を設けるなど、緻密な事業計画を立てられ

るようにした。 

これにより、緊急なものを除き、当該年度で「事業計画書外・予算申請書外」

として、基本的に大きな予算を伴う事業がみだりに申請されることが防止でき、

令和 4年度もそれを継続した。 

しかし、当初事業計画外・予算申請外の事項が発生した場合などについては、

個別に相談、可否の判断をすることとしている。 

令和 4年度の事業計画の立案に向けた流れ 
 
 ・法人の学園基本方針 

   ↓ 

 ・本校の基本計画方針、予算大綱、予算編成の基本方針、事業計画 

   ↓ 

 ・各学科･各部署の重点基本計画 

   ↓ 

・各学科･各部署の事業計画書、予算申請書、購入希望機器･備品の提出 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-3 運営組織 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-3-1 設置法人は組織運

営を適切に行っている

か 

関係法令及び寄附行為等に従

い、適切な法人運営を行う。 

 

令和 4年度は、理事会を 6回、

評議員会を 3回開催した。 

 

令和 4 年度の事業計画案･予

算案については、予算編成ヒア

リングを経て、令和 3 年 12月と

令和 4 年 3 月の理事会等で 2 段

階審議のうえ決定した。 

  

法人運営に関する規程は、現

時点では、「寄附行為」、「役員の

報酬等に関する規程」、「学園業

務規程」、「文書取扱規程」、「稟議

規程」、「公印取扱規程」、「職員研

修規程」及び「個人情報取扱規

程」等を定めている。 

その他規程等について整備が

必要である。 

・理事会、評議員会議事録（令

和 4年度開催分） 

・寄附行為、役員の報酬等に関

する規程 

・学園業務規程、文書取扱規

程、稟議規程、公印取扱規程、

職員研修規程、個人情報取扱

規程 他 

 

 

2-3-2 学校運営のための

組織を整備しているか 

組織図を備え、意思決定機構・

指示系統を明らかにし各種規程

に則り運営する。 

法人及び学校の組織図を備え

ている。 

また、学校に係る会議等規程、

各委員会規程等を整備し、適正

な運営に努めている。 

「2-1運営方針」で記述したとお

り、委員会活動に携わる教職員

の業務負担の過重の是正を行っ

た。 

・組織図 

・学校運営に係る各種規程 

（会議等規程、各種委員会規

程等） 

・学校運営会議、教員会議及び

各種委員会の議事録 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校法人の運営については、理事会、評議員会議での審議・報告、学園事務局

で、適切に対応している。 

学校運営会議、教員会議、各種委員会会議及び学科会議等を定期的にまた適宜

開催し、学校の運営に必要な事項を審議のうえ、決定している。 

特になし 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-4 人事・給与制度 

 

小項目 ア 考え方・方針・目

標 
イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-4-1 人事・給与に関す

る制度を整備している

か 

人事評価システムの導

入により、人的経営基盤の

強化及び組織力の向上を

図る。 

そして、その評価を昇･

降格の指標とし、給与にも

反映させる。 

令和元年度に「人事評価システム」を

導入し、令和 2 年度は、前年度の課題

を踏まえ、等級による給与テーブルを

設け、評価項目等内容を一部変更し、評

価者の能力向上のため研修も実施した

ほか、教職員の給与明細について電子

化に移行した。 

 

令和 4年度も継続し、令和 4 年度にお

いて見直しのうえ、人事評価制度の改

改訂を行い、令和 5 年度から「人財育

成システム」として構築した。 

働き方改革については、内容の検討を

行い、学校長と理事長、学園事務局長と

で個別協議を行った。 

人事評価システムを導入し、

3 年が経過したが、目標設定の

仕方、評価者の能力等につい

て、個人差が見られるため、再

度研修等を行った。 

また、評価調整会議の在り方

にも課題等があると思われる

ため、研修会を行った。 

 

働き方改革については、再

度、内容を点検のうえ、引き続

き、理事長、学園事務局長と協

議を行っていく。 

・人事制度細則 

・職員給与規程 

・人事考課表 

・大麻学園の求める人物像 

・共有ネットワーク（Group 

 Session）への投稿 

 「Web 給与･賞与明細の導入

について」（R2/3/10） 

・E メール「非常勤講師給与明

細の Web 化について」 

 （R3/1/5） 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 28年度以降、「人事考課制度」や「人事評価システム」の導入を行い、段

階的に人事面での法人･学校の健全な経営･運営に向けた対応が取られている。 

 

ただ、まだ課題等があるため、今後に向け、改善等が必要である。 

なお、教職員の給与明細について、令和 2年 4月支給分から、外部講師（非常

勤講師）については、令和 3 年 4 月支給分から、それぞれ電子化に移行した。 

人事･給与に関し、平成 28 年度より「人事考課制度」を導入（平成 28 年度は

試行、平成 29 年度より本格実施）し、当該年度の実績を翌年の夏季賞与に反映

させることとした。 

 

令和元年度より「人事評価システム」を導入し（人事考課制度は廃止）、給与

については、令和 2年度より等級別の給与テーブルを設けた。 

令和 4 年度において、「人事評価システム」を見直しのうえ、人事評価制度の

改訂を行い、新たに令和 5年度から「人財育成システム」として構築した。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-5 意思決定システム 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-5-1 意思決定システム

を整備しているか 

意思決定に関する会議（学校

運営会議等）を設け、規程に従い

運営する。 

会議開催による時間のロスを

解消するため、稟議書による迅

速な意識決定システムを行う。 

学校運営会議、教員会議及び

各種の委員会を設け、またそれ

らに係る規程を整備し、迅速で

円滑な意思決定が図れるように

している。 

 

稟議書については、令和元年

10月より電子決裁システムを導

入し、業務の効率化を図ってお

り、令和 4 年度もその効果が表

れ、業務の効率化に寄与した。 

「2-1 運営方針」の項で述べた

とおり、令和元年度当初は 26 あ

った委員会を、令和 2 年度には

17 から 10 に、令和 4 年度には

10 から 6 に再編を行い、教職員

の業務過重の解消に務めた。 

 

稟議書については、電子化で

大幅に業務効率化と改善に務め

た。 

・組織図 

・会議等規程 

・各種委員会規程 

・各種委員会委員一覧表 

・各種会議・委員会の議事録 

・稟議規程 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校運営会議、教員会議及び各種委員会を定期にまた適宜開催し、教育や学校

運営等に係る必要な事項･課題等について協議･審議し、迅速で的確な意思決定を

図っている。 

委員会見直しを再三行い、教職員の業務過重がかなり軽減された。 

稟議書については、令和元年 10 月より電子化を図り、業務の効率化を実現し

た。 

令和 2年度以降は、コロナ禍に翻弄された 3年間であったが、中でも学校運営

会議は、その他の議題で招集された場合を含め、臨時で 21 回開催し、定例会議

の 12 回を加え、計 33 回の開催となった。 

 

令和 3年 5月以降は、原則として学校運営会議と教員会議を同時開催とした。

令和 4年度は、前年度に引き続きコロナ禍に係る議題は多かったものの、迅速、

かつ、効率的に会議開催を行い、また、臨時開催は、学校運営会議・教員会議は

2 回に抑えることができ、定例は 14回開催し、計 16回となり教職員の負担軽減

を図ることができた。 

 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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2-6 情報システム 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 31 年度から、順次、各種のシステム化を図り業務の効率化を図っている。 

教職員に対して、導入の各種システムの利用促進に向けた周知・啓発を行う。 

具体的には、E メール、共有ネットワーク（Group Session）、共有フォルダ（share）、

稟議システム（ジョブカン）、学務システム（info Clipper）がある。 

共有ネットワーク（Group Session）に関しては、情報過多、投稿の未読といった問

題があり、情報を送る側・受け取る側の意識や手段を改善する必要がある。 

また、教職員の勤怠に関する情報を Excel で処理している現状に鑑み、これに関

するシステムの導入を行い、業務の効率化を図ることが今後の課題である。 

勤怠管理については、現在、Excel で作成した勤務カード（出勤簿）を使用

し、担当職員がチェック･管理をしている。今後、電子化が課題となっている。 

 

令和 4 年度に UPS（無停電電源装置）を更改した。これにより予期せぬ停

電や入力電源異常が発生した場合にも、一定時間ネットワーク機器の電源が

確保され、学内各種システムの正常な動作、学生の大切なデータを守ること

ができるようになった。 

 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 10日  記載責任者 学校事務局長 小森 元章 

小項目 
ア 考え方・方針・目

標 

イ 現状・具体的な取組

等 
ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

2-6-1 情報システム化に

取組み、業務の効率化を

図っているか 

教職員の利便性と業

務の効率化を図るため、

可能な限り各種のシス

テム化を図る。 

 

E メール、共有ネット

ワーク、共有フォルダ、

稟議システム、学務シス

テム等を備え、業務の効

率化を図る。 

 教職員への各種シス

テムの利活用の促進を

図る。 

令和 4 年度は、前年度に

引き続き、E メール、共有ネ

ットワーク（Group Session）、

共有フォルダ（share）、稟議

システム（ジョブカン）を備

え、運用した。 

 

新たに学務システム（info 

Clipper）を導入し、業務の

更なる効率化を図った。 

 

また、ホームページのリニ

ューアルのため、実施に向

けてコンペを行い、学校案

内データとの一体性を持た

せ機能改善を行った。 

 

教職員に対して、導入の各種システムの

利用促進に向けた周知・啓発を行った。 

今後も継続して各種システムの利用促進

に向けた周知・啓発を行っていく。 

 

業務効率、コスト削減を図るために、教職

員のデスクトップパソコンを順次ノートパ

ソコンに取り替えを行っているが、まだ十

分ではない。 

現状、教職員の勤怠を Excel で処理して

いるため、勤怠管理システムを導入し、更な

る業務の効率化を図る必要がある。 

令和 5 年度に向けて新たにホームページ

のリニユーアルを行い、利便性の向上と業

務の効率化を図るため、令和 4 年度に更新

作業を行った。 

・E メール、Group Session、

share、ジョブカン、学務シス

テムマニュアル 

・教職員の勤怠管理関係証憑

（勤務カード等） 

・ＷＯＲＤＰＲＥＳＳ ＣＭ

Ｓマニュアル 
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基準２－７ 学校運営（新型コロナウィルス感染症 感染対策） 
総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【組織体制】 昨年度に引き続き、政府の方針・通知等に基づき、「新型コロナウィ

ルス感染症対策本部」にて、学校運営会議、保健管理センター、同センター運営委

員会及び安全衛生委員会等との協力体制のもと、感染対策を講じた。 

具体的には、対応指針等の情報発信、授業･実習等に係る変更･代替措置指示、行

事等の縮小･中止の決定等である。 

適時「新型コロナウィルス感染症の感染及びその後の対応フロー」の更新を行い、

学内での教職員・学生の対応を共有した。また、感染者等対応において、入力フォ

ームを作成し状況把握及び感染者管理を行い業務の効率化を図った。 
 
【情報発信】 本校独自の「新型コロナウィルス感染症の感染防止に伴う対応指針に

ついて」及び「新型コロナウィルス感染症への対応指針に係る行動制限の考え方」

等を国内及び香川県内の感染状況や国･県からの通知等に基づき、適時に更新し、教

職員には、学校運営会議･教員会議や共有ネットワークを通じて発信した。 

学生には、教員から周知したほか、本校ホームページでもそれらを掲載し、学生

の保護者（保証人）、外部講師、また広く一般に向けても周知を行った。 
 
【授業･実習の実施状況】「対面授業を中心に実施する」方針のもと、登校時の手指

消毒･検温、マスク着用、“3 密”の回避等基本的な防止対策を講じ、感染状況に応

じ、授業（講義）時の大教室（講堂を含む）の使用、学科･学年による時間差登校、

分散登校、遠隔授業の実施等を行った。 

 臨床（臨地）実習については、時期及び実習施設により学生の受入れ中止を余儀

なくされたため、演習時間の増加措置と校内での実習振り替えを行った。 
 
【行事等の縮小】 入学式･卒業式については、昨年と同様に校舎毎に開催し、出席

者を入学生･卒業生及び保護者等原則 2名までに限定した。オープンキャンパスにつ

いても学科毎の分散開催とし、感染対策を行った上で、対面で実施した。 

また、「球技大会」「体育祭」は中止することなく、規模縮小にて行った。 

「学園祭」は、期間限定で動画配信にて実施した。「夏休みキッズ企画」「健康で

長生きまつり」は規模を縮小し、対面にて行った。令和４年度の本校教職員･学生の

感染者は約 37％となったが、感染対策を講じながら学校運営･教育活動が行われた。 

 

 

 

 

 

コロナ禍の感染防止対策について、左欄以外の事項について、主なものを

記す。 

（登校時等の確認･設備関係） 

・昨年に引き続き、学生、教職員並びに来訪者に体調管理表（検温等）を

報告、記入してもらった。学内の感染拡大防止対策として、体調不良者

は、教員に連絡の上、出席停止の扱いとした。 

・昨年に引き続き、1、2、3、5 号館の入口の自動検温サーマルカメラの

設置を継続した。 

（学生支援関係） 

 ・昨年度に引き続き、本校ホームページ上で、対応指針･行動制限の考え

方を示したほか、学事の日程変更、遠隔授業の受講方法、感染者･濃厚

接触者となった場合の対応、学費に関する相談等について情報を発信

し、学生が戸惑わないようにした。 

 ・感染者・濃厚接触者となった場合に、学務部・保健管理センターが主導

して、状態別の入力フォームを作成し、フォーム入力を対象者本人が行

うことで連絡等の簡素化につながり、出停の手続き等の効率化が図れ

た。 
 
その他、昨年度と同様、春開催の球技大会（バレーボール大会）は、蜜を

避けるべく、昼食を挟まず午前午後の 2部制にて実施した。 

体育祭は、飲食無しの午前開催にて行った。 

学園祭についても昨年と同様に学生が動画を作成し、期間限定で配信し

た。 

 

「夏休みキッズ企画」及び「健康で長生きまつり」は、感染対策を講じ、

規模を縮小して実施した。 

なお、昨年度に引き続き、関係機関より要請があり、令和 5年 2月と 3月

に本校教室を柔道整復師及び看護師、理学療法士国家試験会場として、使用

を許可し実施した。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 2日 記載責任者 学務部長 青木みゆき 
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基準３－１ 教育活動（学校全体） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】 本校の建学の精神、教育理念に基づき、アドミッション･ポリシ

ー、カリキュラム･ポリシー、ディプロマ･ポリシー及びアセスメント･ポリシー

を策定し、学科毎に目標を設定している。 

また、各資格試験の受験資格を満たすための卒業要件は、右欄に記載のとおり

の法令等に基づいており、当該卒業要件を満たすべく開講科目の全てを履修でき

るよう目標を設定している。 
 
【教育方法・評価等】 各学科により多少内容･方法等が異なっているものの、専

任教員の授業評価を実施しており当該教員にフィードバックしたうえで教授･指

導力の向上や授業内容の改善に努めている。 

また、学校関係者評価委員会及び教育課程編成委員会を定期的に開催、委員か

ら意見を聴取し、今後の教育活動に対する提言を求める機会を設けている。 
 
【成績評価・単位認定等】 成績評価については、令和元年度より「秀」、「優」、

「良」、「可」、「不可」の 5段階評価としている。 

また、学生の履修行動や学修意欲を高めることを目的として、GPA 制度を導入

している。 

なお、単位認定については、学則及び履修規程に基づき公正に行っている。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】 各学科で取得を目指す資格･免許は、教育課程

上、明確に位置づけられている。指導体制として従前の考え方･方法に加え、e-ラ

ーニングを導入する等新たな取組みも行っている。なお、令和 4年度において、

合格率が 100％に達した資格は、あん摩マッサージ指圧師のみであったことから、

令和 5年度は、更に試験対策を強化･工夫し改善を図る。 
 
【教員の組織体制】 教員組織については、関係法令、学則等に則り運用してい

る。また、各学科に学科長、主任、実習調整者及びクラス担任・副担任を配し（看

護学科には教務主任も配置）、適正な学科運営が行えるようにしている。ただ、

法令上は、専任教員定数を満たしていても、個々の勤務態様や学生の多様化に伴

い、業務過重が見られるため、増員も含め業務量の平準化を図る必要がある。 

学校･各学科に係る法令等 

 

・学校、各学科共通 

教育基本法、学校教育法、私立学校法、専修学校設置基準 等 
  
・鍼灸マッサージ学科･鍼灸学科 

［鍼灸マッサージ学科:あはき師、鍼灸学科:はき師］ 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領 

はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン 等 

 

・柔道整復学科 

柔道整復師学校養成施設指定規則 

柔道整復師養成施設指導ガイドライン 等 

 

・理学療法学科、作業療法学科 

［理学療法学科:理学療法士 作業療法学科:作業療法士］ 

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 

理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン 等 

 

・看護学科 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則 

看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン 

香川県看護師等養成所の指定申請等に関する指導要領 等 

 

・スポーツ医療学科 

［アスレティックトレーナー］ 

（公財）日本スポーツ協会 公認スポーツ指導者資格 

［トレーニング指導者］  

特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会 認定資格 

 

最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準３－２ 教育活動（鍼灸マッサージ学科・鍼灸学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】鍼灸マッサージ学科は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びき

ゅう師（あはき師）を、鍼灸学科は、はり師及びきゅう師（はき師）を養成する

ための 3 年制の学科で、その教育目標、育成人材像を明らかにし、受験生や学

生に公開している。 

教育課程は、あはき師に係る学校養成施設認定規則等に則り、教育目標を達

成するため体系的に編成している。 
 
【教育方法・評価等】業界に求められ、時代に即応した人材を養成するため、教

育課程は、専任教員らの意見に、教育課程編成委員らの助言を加えて編成して

いる。 

目指すべく人材像の養成に向け、科目毎に知識・技能・態度の到達目標が設定

され、授業計画と併せてシラバスに明記し、学生に開示している。 

全ての教員の授業評価を前期・後期の年 2 回実施している。 

学生にスマートフォンなどにより項目別の点数評価と、授業の良い点、改善

すべき点を自由記述してもらい、Web上で集計している。結果はフィードバック

している。 
 

【成績評価・単位認定等】成績評価、単位認定、進級及び卒業判定等について、

学則に規定され、学生らに示され、規定に従って運用されている。 

大学や他の養成施設修了者について、単位互換が可能な学生については、一

部科目の履修を免除している。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】鍼マ学科卒業が、あはき師、鍼灸学科卒業が、

はき師の国家試験受験資格の要件であり、3年次には、模擬試験等を利用し国家

試験合格対策を強化している。あはき師全ての国家試験合格率で新卒全国平均

を上回った。就職希望者については概ね就職できている。 
 
【教員の組織体制】規則に定められた数以上の専任教員数を配置している。 

コロナ禍の影響で、専任教員らは、オンラインなど様々な方式で開催される

研修会に参加している。よりきめ細やかな指導を行うために、教務助手を採用

し対応した。しかしながら、資格上の問題から業務範囲に限りがあり、また、今

後鍼灸学科 2 部の学生募集停止といった懸案事項もあるが、継続して専任教員

の適量配置を検討する。 

晴眼者を対象とした、あはき師養成施設は全国に約 20 校と少なく、中･四国

地方においては、本校のみである。 

西日本では、京都、鹿児島に各 1 校、大阪に 2 校と 5 校しかないことから、

鍼マ学科は、全国的にも極めて希少な存在で、学科設置 65 年を迎え、多くのあ

はき師を輩出してきた。 

鍼灸学科は 2000 年、はき師養成課程の新規開設が緩和された直後に開設さ

れ、開設以来多くの、はき師を輩出してきた。 

当初は、西日本各地から多くの志願者が入学したが、相次ぐはき師養成施設

の開設により、入学者は、四国内からの志願者が中心となっている。 

鍼灸学科 2 部については、働きながら、はき師免許取得を目指す社会人を対

象に夜間部課程として設置された。 

鍼マ学科及び鍼灸学科では、臨床実習をキャリア教育の根幹と捉え、外部か

らの協力患者や専任教員の施術の見学を通じ、職業人として望ましい知識・技

能・態度習慣を身につけさせ、卒業後即戦力となるよう人材の育成に注力して

いる。 

平成 25年、独善的な教育とならないよう職能団体や企業と連携し、専任教員

に対する研修の充実、職業卓越的な技能を有する外部講師の招聘などを強化し、

平成 26年 3 月に、中四国で最初の職業実践専門課程に認定された。 

 平成 29年、あはき師及びはき師を取り巻く環境の変化に対応すべく、あはき

師に係る学校養成施設認定規則や指導要領の改正作業が進む中、専任教員が中

心となって新制度に対応すべく、他校の模範となって新制度の準備を進めた。   

また、同年、文部科学省のモデル事業として、あはき師課程としては全国初の

第三者評価事業に参加し、外部評価を受審した。 

提出資料や実地調査を経て、本校並びに鍼マ学科の取り組みは評価項目を全

て満たしているとの評価を受けた。 

また、審査の際に更に改善すべきと指摘された細かな項目については、対

策が講じられたが、今後とも PDCAサイクルを十分に機能させる必要がある。 

 COVID-19 の影響下、非常勤講師・専任教員が登校停止となる事態も発生した

が、授業計画変更を弾力的に実施し、学生に不利益の無いようにカリキュラム

を遂行した。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 鍼マ・鍼灸学科長 襖田 和敏 
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基準３－３ 教育活動（柔道整復学科） 
 

大項目総括 特記事項（評価項目・特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】柔道整復学科は柔道整復師を養成するための 3 年制課程である。

教育目標、育成人材像を明確にし、広く受験生や学生に公開している。カリキュ

ラムは、柔道整復師学校養成施設指定規則及び指導ガイドラインに則り、教育

目標を達成すべく体系的に編成されている。 
 
【教育方法・評価等】業界に求められ、時代に即応した人材を教育するため、

（公社）香川県柔道整復師会や柔道整復師を雇用する事業者から構成される教

育課程編成委員会委員らの助言を得てカリキュラム編成の参考にしている。 

専任教員の授業を対象に、年 2回（前期･後期）の授業評価を実施している。

携帯端末等を用い、学生からの項目別の点数評価と、授業の良い点、改善すべき

点を自由記述してもらい集計し、業務に活かしている。 
 

【成績評価・単位認定等】前･後期の成績評価、単位認定、進級判定、卒業判定

は学則に明確にしている。大学やその他の養成施設修了者について、単位互換

が可能な一部科目の履修を免除している。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】本学科卒業が、柔道整復師国家試験受験資格の

要件である。 

3 年次には、年 8回の模擬試験を実施して国家試験対策に活かしている。 

平成 30 年度に導入した e-ラーニングサービスを定期的に更新し、学校以外

での学習に活用できるようにしている。 

本学科の国家試験合格率は、新卒全国平均とほぼ同等の合格率を保つことが

できている。 
 
【教員・教員組織】教員資格を有する専任教員を必要人数確保している。 

教員研修会やその他学会への参加計画を立て、専任教員の自己研修に努めて

いる。 

また、臨床実習の中核を担う附属接骨院専任教員の必要性や、時代のニーズ

に即した最新の知識、技術提供が望まれる。 

附属接骨院での臨床実習をキャリア教育の根幹ととらえ、臨床実習を通じた

職業人教育を重視し、卒後即戦力となるよう人材の育成に注力している。 

柔道整復師学校養成施設指定規則や指導ガイドラインに従い、香川県知事の

認可を受けたカリキュラムを実践している。 

基礎医学･臨床医学の教員資格要件が医師または歯科医師等となっている科

目では、地方の医師不足などを背景に、講師の確保が課題となっている。 

平成 30年度より柔道整復師教育の改善や、療養費の取扱いに関する条件など

柔道整復に関する制度が見直され、教育現場では授業や教材だけでなく、卒業

後の進路指導などにおいても柔軟な対応が求められている。 

柔道整復師業務の根幹とも言える、骨折や脱臼等の急性外傷への応急処置に

関する教育機会の確保が依然困難となっているが、スポーツ現場実習の機会を

設け、鋭意努力している。 

JATI 認定トレーニング指導者、障がい者スポーツ指導者の資格取得を目指す

スポーツ柔道整復師育成プログラムを導入し、スポーツの分野で活躍できる柔

道整復師の育成を目指している。 

また、今後期待される柔道整復師の職域の拡大のために他学科への進学や異

業種間の交流を含め、包括的な柔道整復師の育成に努めたい。 

令和元年度より導入した外部臨床実習カキュラムにより、充実した教育が実

践できるよう介護施設、スポーツ･トレーニング施設等の外部企業等と連携し

た。 

その実績により、令和 3年 3 月 25日に職業実践専門課程の認定を受けた。 

令和 4年度には、臨床実習指導者講習会を開催した。 

講習会に参加いただいた指導者の在籍する施術所を今後外部実習施設とする

為である。 

附属接骨院と外部実習施設での臨床実習の相乗効果により充実した職業人教

育が行えるような環境を整備中である。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 2日 記載責任者 柔道整復学科長 山本 幸男 
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 基準３－４ 教育活動（理学療法学科） 
大項目総括 特記事項（評価項目・特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】理学療法学科の修業年数は 4 年で、資格取得に向けて教育到達

レベルを明確に示している。 

本学科では、その教育目標及び育成人材像は受験生を含め広く公開しており、

カリキュラムは、学校教育法並びに理学療法士作業療法士養成施設指定規則及

び指導ガイドラインに定められた教育課程のカリキュラムに基づき、目標達成

に向けて体系的に編成している。 
 
【教育方法・評価等】本学科のカリキュラムは、基礎分野から応用分野まで目標

達成に向け十分かつ体系的に、更に卒業までに多くの臨床経験が積めるように

編成している。 

各教科の詳細は、授業概要に、シラバス（到達目標、授業計画等）の項目に従

って整備されている。 
 
【成績評価・単位認定等】成績評価と単位認定は、学生便覧の学則と授業概要の

学科履修規程に定めてあり、それに沿って実施している。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】理学療法士の資格取得に必要な 4 年間のカリ

キュラムが組まれている。 

学生は、個別学習や模擬試験を通じて国家試験対策に取組んでいる。 

資格取得率は、年度により変動はあるが、令和 4 年度は、全国平均より若干

低い結果となった。 
 
【教員の組織体制】専任教員は 7 人体制である。年度末に 1 名退職があり、年

度内から募集を開始している。 

専任教員は、研修会参加や学会発表を行い自己研鑽に努め、その専門分野の

教育内容の向上に努めている。 

専任教員で補えない分野の専門家（医師、理学療法士等）は、非常勤講師とし

て委嘱している。 

新任教員は、教授力向上のため、臨床研修制度を利用したり、授業では、経験

豊富な専任教員とともに授業に臨んだりしている。 

平成 9年に四国リハビリテーション学院の理学療法学科として開設した。 

本学科は、現在１学年 36人定員の 4年制教育を実施しており、令和 5年 3 月

には、23 期生を輩出した。 

教育目標は、より実践的な内容に設定しており、将来を見据えて長期の臨床

実習や臨床研究（卒業論文の作成）なども行なっている。 

また、高度専門士の称号を取得できるカリキュラムを組み、卒業生は、卒業後

に多様なフィールドで活躍している。 

専任教員は、研修会参加や学会発表を行い自己研鑽に努め、その専門分野の

教育に尽力している。 

本学科の専任教員で補えない分野の専門家（医師、理学療法士等）を非常勤講

師として委嘱している。 

教授力向上のため、新任専任教員は経験のある教員とともに授業に参加して

いる。 

また、教員の多くは、（一社）全国リハビリテーション学校協会主催の教員研

修会、教育研究大会へ参加する等、教育力向上に努めている。 

平成 26年 3 月には、職能団体や企業などと提携し、実践的な職業教育を行う

教育機関として専任教員に対する研修の充実、職業卓越的な技能を有する外部

講師の招聘などの条件を満たしていたことから、中四国で最初の職業実践専門

課程に認定されている。 

平成 30年には、指定規則の改定が行われ、令和元年には、それに対応した新

カリキュラムを作成し申請を行った（令和 2年度入学生から適応）。 

令和 3年度は、（一社）リハビリテーション教育評価機構による第三者評価の

2 度目（5 年に 1 回）を受審し、リハビリテーション教育に必要な施設基準及び

教育内容を満たしている養成施設として認定を受けている。 

令和 2 年度より、臨床実習指導者講習会を開催し、令和 3 年度、令和 4 年度

と毎年講習会を開催している。 

教員 6 名が受講終了し、講習会講師、ファシリテーターとして関わり、臨床

実習指導者の養成に引き続き注力している。 

令和 4 年度より、新カリキュラムに則した臨床実習形態となるため、シラバ

スならびに実習評価について見直しを行った。 

 
最終更新日付 令和 5年 4月 18日 記載責任者 理学療法学科長 高橋 謙一 
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基準３－５ 教育活動（作業療法学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】作業療法学科は、作業療法士を養成するための 4 年制学科であ

り、その教育目標、育成人材像は定められ、受験生や入学生に公開されている。   

教育課程は、学校教育法や理学療法士作業療法士学養成施設指定規則等の規

定に基づき、教育目標達成に向け体系的に編成されている。 
 
【教育方法・評価等】教育活動は、専任教員を中心として、外部講師（医師やそ

の領域で活躍している作業療法士等）が協力して教育課程を編成し、業界に求

められる時代に即応した人材を教育するよう努力している。 

教育課程に基づいて各教科のシラバスが、授業概要、到達目標、授業計画等の

項目に従って整備されている。 
 
【成績評価・単位認定等】成績評価、単位認定、進級・卒業判定は、学則に明確

化されており、それに沿って実施されている。 

学生には、履修規程にて示されている。 

単位互換が必要な学生は、多くはないが、学科会議で協議を行って決定して

いる。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】学科卒業が、作業療法士国家試験受験資格の要

件であり、2 年次より 3科目模擬試験等を利用して国家試験対策を始めている。  

合格率は、年度により変動はあるが、概ね全国平均程度(令和 4年度:91.3％) 

であるが、令和 4年度は 96％と向上した。 

卒業生の多くは、四国内に就職が多いが、近年は関西、関東方面での就職も増

えてきている。業界や同窓会から就職情報が入っている。 
 
【教員の組織体制】専任教員が 7 名在籍しているが、兼務者が 2 名（学校事務

局学務部長、入試・広報部長）であり、実質は、5名体制で 4 学年の教育を行っ

ており、スタッフ増強のため、令和 5年度から 1 名増員することとした。 

学科長、学科主任、専任教員であるが、学科長以外は、全て学年担任をしてい

る。兼務者も授業の受け持ちや一部の学科業務のフォローを行っている。 

作業療法士学校養成施設には、大学（4年制）、短期大学（3年制）、専修学校

（3年制と 4 年制）があり、本学科は、4年制の専修学校専門課程である。 

四国内には 9 校の養成施設があり、大学は専門職大学が 1 校、それ以外は専

修学校である。 

本学科は、平成 9 年に四国リハビリテーション学院の作業療法学科として開

設され、１学年 30 人定員の 4 年制で、令和 5 年 3 月には 23 期生を輩出してい

る。4年間の就学期間を活かして、教育目標は高いレベルを設定しており、将来

を見据えて長期の臨床実習や臨床研究論文の作成等も行なっている。 

また、ダブルスクール制度を採用し、希望者には、九州保健福祉大学の大学併

修も可能であるが、この制度を利用した卒業生は少ない。 

医療国家資格である作業療法士の養成施設としての条件として求められてい

る専任教員数は充足しているが、学校事務局業務の兼務者を 2 名配置しており、

要員不足のため、令和 5年度から 1 名を補充することとした。 

外部講師（作業療法士・医師等）は、専任教員で補えない分野で採用してい

る。 

学生による教員評価は、1人当たりで全ての科目ではないが行われている。 

教授力評価のための教員同士の授業参観を今後取り入れることも必要であ

る。 

本校は、WFOT(世界作業療法士連盟)に認定され､卒業生は、WFOT加盟国にて作

業療法士として働くことが可能となっている。 

令和 3 年度に、一般社団法人リハビリテーション教育評価機構による第三者

評価の 2 度目（5年に 1回）を受審し、リハビリテーション教育に必要な施設基

準および教育内容を満たしている養成施設として認定を受けている。 

令和 2 年度入学生より、学校養成施設指定規則の改定に対応したカリキュラ

ムにて実施（4年生のみ旧カリキュラムにて実施。）している。 

臨床実習指導者講習会終了者が 4 名、その講習会の講師を 3 名の教員が講師

として養成に尽力している。 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会の受講は、専任教

員全員が受講終了している。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 1日 記載責任者 作業療法学科長 松本嘉次郎 



20 

基準３－６ 教育活動（看護学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】 

看護学科の目標の設定は、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」及び「看

護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」に定められたカリキュラムに基

づいて目標を設定している。令和 4 年度入学生から新カリキュラムを導入した。 

地域・在宅看護論は 2 単位増え、3 年間を通して学ぶ科目となった。本学でも 1

年次より地域・在宅看護論の科目を設定し、地域で活躍できる看護師の育成を目指

す。また ICT教育、臨床判断能力など社会のニーズに応じた目標設定とした。 

新旧カリキュラムともに各学年別到達目標を設定し、国家資格の取得並びに臨

床で活躍できる看護師の育成に努めている。 

【教育方法・評価等】 

学生が主体的に学びを深めることができるようアクティブラーニング、ICT 教育

を教育方法に取り入れている。 

看護師教育の技術項目が 71 項目に厳選され、講義･演習、臨地実習で必ず経験で

きるようにマトリックスを作成した。3つのポリシー（ディプロマ･カリキュラム･

アドミッションポリシー）を基盤として、学修成果の評価方針を示している。全科

目を対象に授業評価を行い、教員へのフィードバックを行っている。 

【成績評価・単位認定等】 

成績及び単位認定は、学則及び履修規程に沿って評価をしている。シラバスに成績評

価方法を記載、変更時は口頭で説明し、前期･後期に GPAを算出し学生へ通知している。 

【資格・免許の取得の指導体制】 

看護師国家試験合格 100％を目指し、1年次から段階的に学習計画を立案してい

る。早期からの国家試験対策により専門職として資格取得の意識化を図っている。

4 年次には、習熟度別個別指導体制をとり全教員で関わる体制としている。 

【教員の組織体制】 

入学定員は 75名であり、指定規則上 14名の専任教員が必要である。教員は、担

当領域の専門性を高めるよう自己研鑚に努めている。臨地実習においては、教務助

手を含めてきめ細やかな指導にあたっている。 

 

 

看護学科は、3 年課程 4 年全日制とし、高度専門士を習得できるカリキュ

ラムを組み、平成 19 年に開設した。令和 4 年度で 16 年目となり、令和 5 年

3 月で 13 期生を輩出した。1 学年定員 75 名（平成 28 年度より 40 名から増

員）、総定員数 300 名である。 

特徴･特色として、各学年に『連携と協働の演習Ⅰ～Ⅳ』を科目設定した。

将来多様な場において多職種と連携し看護を提供できる能力を育成するた

め、他学科と多職種の合同演習を実施した。異学年交流による演習は、コミ

ュニケーション能力の向上につながっている。また、『地域のくらしを知る演

習』の科目では、宇多津保健センターと連携して地域で取り組む事業へ実際

に参加し体験を通して地域で暮らす人々が求める看護について考える機会と

なった。実践力の育成として、災害看護では BLS（一時救命処置）プロバイダ

ー資格を取得し、『東洋医学』、『リラクゼーション方法論』では、癒しを提供

できる技術を取得した。九州保健福祉大学との併修制度により、卒業と同時

に学士の称号、さらに社会福祉主事任用資格を得られるカリキュラム編成と

している。加えて教育に関する 4 単位の科目を受講できるように設定してお

り、令和 4年度卒業生は、看護教員資格を全員が修得した。 

専任教員は、専門性を発揮できる領域を担当し、教育力向上のため研鑚を

重ねている。また、専門領域以外の知識も深め、国家試験指導に尽力してい

る。現場で活躍している医師、看護師等への講義依頼によりリアリティのあ

る授業は、学生の興味関心を高めている。コロナウィルスの感染状況により、

令和 3年度と同様、一部が臨地実習から校内実習へ変更となった。e‐ナース

トレーナーや電子カルテシステム（令和元年度導入）などの ICTを活用して、

看護場面の再現、撮影動画による指導など専任教員の指導能力は向上してい

る。臨地実習と調整しオンラインを用いて実習指導の協力を得られた。教育

課程編成委員会や臨床指導者会で情報公開し、また意見交換を行い、今後の

臨地実習や校内実習におけるあり方を検討する機会となった。 

それぞれ専任教員は、専門領域の専門性を高めるために、学会や研修会に

参加し自己研鑚に努めている。学生への教育の質を向上するための教材研究

への取り組みも熱心であり、学生個々のレディネスに合わせた支援を実施し

ている。1名が令和 5年度より博士課程に進学予定である。 

 

最終更新日付 令和 5年 4月 20日 記載責任者 看護学科長 六車 輝美 
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 基準３－７ 教育活動（スポーツ医療学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【目標の設定】本学科の教育目標、育成人材像を掲げ、学生募集要項、授業概要

及びホームページに掲載し、受験生や入学生に公開している。 
 
【教育方法・評価等】本校の中で唯一、国家資格ではない資格の養成を行ってい

る。 

具体的には、（公財）日本スポーツ協会（「JSPO」）アスレティックトレーナー

（「AT」）と、特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会（「JATI」）トレ

ーニング指導者である。 

前者については JSPO の、後者については JATI の規則に従って、それぞれカ

リキュラムを編成している。 

専任教員を対象に、半期で 1 学年あたり 1 科目の授業評価を行い、学生から

の授業評価を各教員へフィードバックしている。 
 
【成績評価・単位認定等】成績評価、単位認定、進級･卒業判定は学則に明記さ

れており、それに基づき実施されている。 

また、学生には履修規程にて開示している。 
 
【資格・免許の取得の指導体制】特に、AT 試験は難関であることから、正課に

加え、補習･補講をはじめ、量も質も充実した試験対策を講じている。 

また、専任教員を中心に、外部講師（非常勤講師）のスポーツドクター、トレ

ーニング科学専門家（大学教員）、中･四国の AT 等が協力し、知識･実務の両面

で業界に求められる人材の育成に努めている。 

スポーツ医療学科は、平成 21 年度の開設以来、平成 29 年度まではキャリア

アップコースとして運営され、入学資格は、高等学校卒業者または同等以上の

者に加え、医療国家資格保有者、体育教諭免許保有者、昼間部との併修者または

本校他学科の在校生等となっていた。 

しかしながら、開設初年度からの入学者数は 10人前後と定員（30 人）には遠

く及ばず、本学科単独の収支状況は毎年度支出超過が続いていた。 

そこで、平成 30年度入学生から、入学資格を緩和（「医療国家資格保有者、体

育教諭免許保有者、昼間部との併修者または本校他学科の在校生等」を撤廃）

し、高校新卒者にも門戸を広げ、併せてスポーツ医学の初心者でも理解できる

よう、教育内容を一部変更した。 

その結果、平成 30 年度以降の AT 理論試験の合格率は向上したものの、入学

者数は伸びない状態が続いた。 

入学資格を緩和しても、夜間のみの開講が高校新卒者の入学を阻害している

という分析結果から、本学科を夜間部から昼間部に移行することを検討し、JSPO

に照会したが、「大幅なカリキュラムの変更は認められない。」との回答があり、

このまま本学科を継続させることは極めて困難な状況となった。 

そして、令和 2 年 9 月開催の理事会で、令和 3 年度生の募集を最後に以後の

募集は、行わないことが決議された。 

また、令和 4 年 12 月開催の理事会で、本学科は、令和 4 年度末（令和 5 年 3

月末日）をもって廃止することが決議された。 

なお、令和 2 年度末をもって専任教員 3 人のうち 2 人が退職したが、令和 3

年度以降は、他学科の専任教員のうち AT 教員資格の保有者が本学科の学科長と

なり、また退職者のうち 1 人とアドバイザリー業務委託契約を締結し、非常勤

講師として講義を担当するほか、AT 理論試験対策や学生指導の補助業務を行う

等学生の修学に向け、万全を期す体制を整えている。 

令和 3年度末で専任教員 1名が退職した。 

第 2学年のみとなっており、令和 4 年度は、AT 教員資格を持つ 1名の専任教

員で学科を運営した。 

 
 

最終更新日付 令和 5年 3月 31日 記載責任者 スポーツ医療学科長 加納賢一 
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3-8 目標の設定（7学科共通） 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-8-1 理念等に沿った教

育課程の編成方針、実施

方針を定めているか 

建学の精神と教育理念に沿っ

て、各資格の学校養成施設指定

（認定）規則等に定められたカ

リキュラム要件を満たし、かつ、

教育課程編成委員会委員の意

見･提言等を踏まえ、カリキュラ

ムを編成する。 

各資格の学校養成施設指定

（認定）規則等に基づき、カリキ

ュラムを編成している。 

教育課程編成委員会を年 2 回

開催し、企業や業界団体の役職

員から、意見聴取･提言等を受

け、カリキュラム見直し等の参

考にしている。 

教育課程編成委員会委員の意

見等はもちろん、卒業生、就職先

及び業界等の意見･ニーズ等を

踏まえ、また、各資格の学校養成

施設指定規則等の改正動向に注

視しながら、定期にまた適宜に

カリキュラムを見直す必要があ

る。 

・学則、学生便覧、授業概要 

・令和 4年度教育課程編成委員

会議事録 

・学校案内パンフレット 

・OC 資料 

3-8-2 学科毎の修業年限

に応じた教育到達レベ

ルを明確にしているか 

学科毎の修業年限に応じた、

教育到達レベル、各学年で身に

つける知識や技能、態度等を定

める。 

教育到達レベル及び知識･技

能･態度等を明確に定め、授業概

要において学生に周知してい

る。 

学生が当該レベルに到達した

か、必要な知識･技能･態度等を

身につけたかを授業評価や管理

職専任教員による授業観察等に

より、教員の能力を評価すると

いう視点も必要である。 

学業不振学生への対応も必要

である。 

・授業概要 

・学校案内パンフレット 

・学生便覧 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全ての学科で、アドミッション･ポリシー、カリキュラム･ポリシー、ディプロ

マ･ポリシー及びアセスメント･ポリシーを定め、学生自身が目指すべき目標･到

達点を明確にしている。 

 

教育課程編成委員会は、規程どおり年 2回開催し、委員から意見聴取等を行っ

た（ただし、スポ医の第 2回目の委員会に関しては、日程調整を行ったものの委

員の折り合いがつかず、当該年度内の開催は見送られた）。 

鍼マ、鍼灸、柔整では指定（認定）規則の改正に伴い、平成 30 年度入学生か

ら新カリキュラムを適用した。また、柔整とスポ医では、より実践力を身に付け

させる目的で令和元年度に一部カリキュラムを変更した。 

 

理学及び作業では、指定規則の改正により、令和 2年度入学生より新カリキュ

ラムを適用し、看護では、指定規則の改正により、令和 4年度入学生から新カリ

キュラムを適用した。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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3-9 教育方法・評価等（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-9-1 教育目的・目標に

沿った教育課程を編成

しているか 

教育目標に沿ったカリキュラ

ム･ポリシーに基づいて、教育課

程を編成する。 

教育目標と育成人材像を示す

ことにより、教育の方向づけは明

確に示されている。 

定期的に教育目的や教育課

程の編成を見直すほか、リハビ

リの分野別評価の他、第三者評

価を受審することも検討した

い。 

・授業概要 

・学生便覧 

・実習要綱 

3-9-2 教育課程につい

て、外部の意見を反映し

ているか 

外部からの意見を聞く機会を

設け、教育課程に反映できる体

制をとる。 

2回の教育課程編成委員会の開

催により、企業や業界団体の役職

員から意見、提言等を聴取した。

また、外部講師や実習指導者から

意見を聞く機会を設けている。 

令和3年度に発生した課題等

を踏まえ、法令遵守や倫理に関

する教育を充実させている。 

・令和 4 年度教育課程編成委 

員会議事録 

・実習指導者会議議事録 

・兼任教員会議議事録 

3-9-3 キャリア教育を実

施しているか 
職業教育に加え、働くことの

意義や職業観を学ぶことで、意

欲的に仕事に取組む姿勢を身に

付けさせる。 

学科毎に実施され、マナー講座

の開講、検定試験の実施等を行っ

た。 

各学科で専門教育を行ってい

るが、卒業生アンケートより将

来のビジョン形成までには、至

っておらず検討が必要である。 

・学生便覧、授業概要 

・臨床実習ノート 

・キャリアシート 

・卒業生アンケート 

3-9-4 授業評価を実施し

ているか 
授業評価を実施し、結果をフ

ィードバックすることで授業全

般の改善を図る。 

各学科とも Web を用いて学生

による授業評価を実施した。 

学科の特性によって、質問項

目の相違があるため、令和 5 年

年度から全学科で統一したも

のにする。 

・令和 4 年度授業評価結果 

・令和 4 年度教務日誌 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全ての学科で各小項目に対し、概ね実施・運用が確認でき、自主的に教育内容

を充実させ、また向上させようとする姿勢が見られる。 

  

なお、令和 2年度の経験を生かし、コロナ禍の下でも、外部実習を校内実習に振

り替えて実施し、外部実習先の指導者を講師に迎えての校内実習の実施や Web

による職場説明会の開催等、教育･学生支援活動に支障がないよう工夫した。 

令和 4年度は、前年度に続いてのコロナ禍の影響により、一時的にまたは実習

施設により、外部での実習ができない事態が発生したほか、実習受入れが可能な

施設でも多くの制約が課され、計画どおりの実習の実施が危ぶまれる学科があっ

た。 

しかしながら、前年度の経験を生かし、所定のカリキュラムに沿った実習等を

実施することができた。卒業生アンケートの調査結果を分析・活用していく。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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3-10 成績評価・単位認定等（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-10-1 成績評価・修了認

定基準を明確化し、適切

に運用しているか 

成績評価、修了の基準等

は学則、履修規程に定めて

いる。 

成績評価、進級、卒業につい

ては、学則及び履修規程に明示

しており、規程どおりに運用し

た。 

 規程どおり運用されており、特

に問題はない。 

 

ただし、学科段階での進級･卒業

認定の期日が大きく異なっている

ため、可能な限り学校として日程

を合わせる必要がある。 

・令和 4 年度学科会議議事録 

・令和 4 年度教員会議議事録 

・令和 4年度学校運営会議議事録 

・学生便覧、授業概要・教務日誌 

・令和 4 年度卒業判定基準 

・学籍簿、ＧＰＡ成績管理 

3-10-2 作品及び技術等

の発表における成果を

把握しているか 

作品及び技術等の成果を

把握して、発表の機会を設

けるようにする。 

鍼マ･鍼灸、柔整:学外審査員

による実技審査、OSCE 等を行

っている。 

理学･作業:基礎研究活動発

表会、レクリエーション活動、

臨床研究発表会、OSCE 等を行

っている。 

看護:各学習段階における学

びの発表等を行っている。 

スポ医:検定試験における実

技試験等を行っている。 

学修成果を発表する機会を更に

増やし、発表する学生への指導は

もちろん、それを視聴させる学生

への指導も充実させたい。 

 

職業実務的な技能と、校内･校外

の実技評価で測る技能には乖離が

あるため、その是正に向けた対応

が求められる。 

・（公社）東洋療法学校協会主催の

はき実技評価結果 

・（公社）柔道整復研修試験財団の

評価結果 

・あはき総合実技審査結果 

・令和 4 年度学科会議議事録 

・OSCE 実施要項･成績 

・授業概要・教務日誌 

・基礎研究活動発表会資料  

・臨床研究発表会資料 

・作成作品、発表の評価 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価、修了の基準等は、学則及び履修規程に定め、講義、演習、実習、

臨床・臨地実習等それぞれの成績評価は問題なく行われている。 

 

成績評価基準については、秀、優、良、可、不可の 5段階とし、GPA 制度を

導入している。 

研究発表及び技能審査における成果の把握については、各学科で十分に取り

組んでいるものの、更に充実させたい。 

不定期ではあるが、養成施設としての監督機関である、四国厚生支局または香

川県健康福祉部医務国保課による指導調査が行われている。 

 

いずれの調査時にも学科運営に関しては、適切である旨の講評を得ている。 

令和 4 年度は、本校各学科における指導調査が行われなかったが、近年では、

令和元年度に、鍼マ、鍼灸及び柔整が、指導調査を受けた。 

  

最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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3-11 資格・免許の取得の指導体制（7学科共通） 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-11-1 目標とする資格・

免許は、教育課程上で、

明確に位置づけている

か 

全ての学科が、それぞれ取得す

る資格・免許の養成要件を満た

すように教育課程を編成してい

る。 

全ての学科において、それぞ

れの教育課程を修了することが

卒業要件であり、免許･資格の受

験資格要件となっている。 

令和 4 年度は、あん摩マッサ

ージ指圧師国家試験を除き合格

率が 100％を達成していないた

め、引き続き、国家試験の合格率

を高める取組みを行う。 

・授業概要、学生便覧 

・各資格に係る学校養成施設

指定（認定）規則 

・学校案内パンフレット       

・令和 4 年度進級判定及び卒 

業判定会議資料、          

 

 3-11-2 資格・免許取得の

指導体制はあるか 
各養成施設に関する法令･規

則が資格･免許取得を前提とし

たものとなっており、全ての学

科がそれぞれの監督機関から養

成施設として認定･指定を受け

ていることから、その指導体制

が整っていると考える。 

 

前年度の教育成果を踏まえ事

業計画に目標合格率を定める。 

正課以外の受験対策、模擬試

験、個別指導、学習指導などを実

施している。 

 

一部学科では、令和元年度よ

り Web を用いた国家試験対策支

援サイトを活用しているほか、

模擬試験回数の増加、早期学年

からの国家試験対策の実施、習

熟度別の指導等にも力を注いで

いる。 

若年層全体の学力低下による

合格率低迷は否めないところだ

が、その一方、専修学校であって

も高い合格率を誇っている学校

があるのも事実である。 

 

従って、様々な方策を講じて

いく必要がある。 

併せて、教員の指導体制の強

化も求められる。 

また、さらに成績不良学生へ

の個別対応も強化していく。 

・教務日誌 

・教員名簿 

・学科会議議事録 

・模擬試験計画表 

・学生カルテ 

・e-459(本校オリジナル国家試

験支援サイト) 

・授業概要 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全ての学科において、全てのカリキュラムを修了することが、卒業要件、か

つ、目指す資格･免許の受験要件となっており、目標とする資格･免許は、教育課

程上で、明確に位置づけられている。 

鍼マ、鍼灸、柔整、理学、作業及び看護は、それぞれの医療国家資格を目指す

養成施設･養成所として、香川県と四国厚生支局（鍼マのみ）の監督下にある。 

スポ医は、JSPO 及び JATI が認定した学科（コース）である。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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3-12 教員・教員組織（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

3-12-1 資格・要件を備え

た教員を確保している

か 

養成施設に関する法令・規則

を遵守し、資格要件を満たした

教員を必要数確保する。 

教員の採用にあたっては、証

明書等を提出させ、資格要件を

確認したうえで採用する。 

専任教員に欠員が生じた場合

は、速やかに専任教員の確保が

急務となっている。 

速やかに専任教員の公募手続

を進めることとしている。 

・ 令和 4年度養成施設報告 

・ 学校組織図 

・ 履歴書、免許証 

・ 各養成施設に関する指定（認

定）規則、JSPO 講師基準表 

・ 本校ホームページ教員募集 

3-12-2 教員の資質向上

への取組みを行ってい

るか 

「職員研修規程」に基づき、資

質向上の機会を確保する。 

医療機関・附属施術所等での

実務研鑽、大学院での研究、各専

門分野の教員研修会、（一社）香

川県専修学校各種学校連合会主

催の研修会等に参加している。 

また、令和元年度より本校の

紀要を発刊している。 

コロナ禍の影響により、外部団

体等主催の研修会等は、Web 形式

の開催が増え、参加機会が増え

た。   

あとは、校内研修の充実が図ら

れるようにする必要がある。 

 

・ 職員研修規程 

・ 令和 4年度学校基本計画 

・ 教務日誌 

・ 附属鍼灸治療院･接骨院日報 

・ 出張報告書 

・ 紀要、教員の研究論文 

3-12-3 教員の組織体制

を整備しているか 

「教職員組織規程」に基づき組

織体制を整備する。 

認定規則・指定規則や指導要

領･ガイドライン、学則、履修規

程などに従い、運用する。 

令和元年度に学校の組織体制

を大きく見直しを行った。 

その後、数回の見直しを行い、

令和 4年度に至っている。 

 組織規程等関係規程の整備が

必要である。 

・ 四国医療専門学校組織図 

・ 学校運営会議議事録 

・ 教員会議議事録 

・ 学科会議議事録 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

資格要件を満たす教員を採用することが原則であるが、一部には将来性に鑑

み、今後の資格取得を条件として採用することが稀にある。 

また、次第に専任教員の資格要件が強化されていることから、教員講習会に

参加する等教員資格を保持している。 

それを推進･支援する体制を整えている。 

その他、教員の実務研修･研究活動への支援する仕組みの充実が必要である。 

毎年度、スポ医を除く各学科では、毎年 5 月末日までに Web による養成施設･

養成所報告を行っており、専任教員についても氏名･担当科目等の報告をしてい

る。 

 

スポ医については、その前年度末までに、次年度の教員を届出ることで年度毎

に JSPO 適応コースの手続を行っている。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 22日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準４－１ 学修成果（学校全体） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】 各学科では、学科長、主任及び担任が協働で就職支援を行っている。 

また、学校事務局に、学務部学生･キャリア支援課を置き、各学科との連携に

より学生の就職活動を支援しているほか、求人票の受付、就職内定状況等の集

計等管理業務を行っている。 

就職率は、当該資格を取得すれば、100％またはそれに準ずる高い数値となっ

ている。ただし、資格にもよるが、求人数の減少から香川県内での就職が厳しく

なりつつあり、求人先の新規開拓が求められてきている。 

令和 4 年度の就職者 135 人中、香川県就職者は、69 人（就職比率 51.1％）、

県外就職者は、66人（就職比率 48.9％）となっている。 
 
【資格･免許の取得率】 卒業生全員の資格取得を目指し、国家試験対策授業、

模擬試験、自習スペースの確保、個別指導、国家試験対策アプリの利用等を実施

している。 

また、Web を用いた学習支援サイトを利用している学科もある。 

資格試験取得状況を全国平均（新卒）と比較すると、それを上回る学科もあれ

ば、下回った学科もあるが、概ね全国平均と同等またはそれ以上の結果を得て

いる。 

なお、AT は、非常に難易度が高い資格であるが、本校の合格率は高水準を維

持している。 
 
【卒業生の社会的評価】 著明な活躍を修めている卒業生を本校 HP やパンフレ

ットに掲載し紹介している。 

また、OC や特別授業の際にゲスト･講師として講話･講義をしてもらうことも

ある。 

 就職後の研究発表・学会等において、表彰された卒業生がいるなど在学中の

研究活動の経験が生かされており、在学中の研究活動は有効であると考えてい

る。 

 同窓会は、学科または分野毎に設置されており、事務局を校内各学科に置き、

教員の中に本校卒業生がいる学科では、当該教員が同窓会事務局職員となり、

同窓会活動を積極的に支援している。 

なお、卒業生の活躍については、伝聞や報道等により知ることが散見するた

め、学校として卒業生の動向を把握できる体制の構築が必要である。 

令和4年度の資格試験取得状況は、以下のとおりである。 

※括弧内は、新卒者の全国平均。ATについては非公表。 

トレーニング指導者については、試験会場毎に合格率が公表されるが、出張
試験の結果は公表されないため、全体の合格率は不明である。 

あん摩マッサージ指圧師       100 （97.3）％ 

はり師               88.5（85.5）％ 

きゅう師              88.5（85.9）％ 

柔道整復師             66.7（65.4）％ 

理学療法士              90.9（94.9）％ 

作業療法士              96.0（91.3）％ 

看護師               92.3（95.5）％ 

アスレティック･トレーナー（AT）   75％［理論試験］ 

100％ [総合実技試験] 

75（83.3）％［理論試験及び総合実技試験］ 

トレーニング指導者（JATI）   100（60）％ 

 

令和 4年度の就職状況（就職希望者の就職率）は、以下のとおりである。 

（令和 5 年 5月 31 現在） 

鍼灸マッサージ学科   95.8％ （就職者数 23 人/就職希望者数 24人） 

鍼灸学科 1部       25.0％    （2人/8人） 

鍼灸学科 2部      80.0％    （4人/5人） 

柔道整復学科 1 部    94.4％   （17人/18人） 

柔道整復学科 2 部    80.0％     （4人/5人） 

理学療法学科         100 ％   （21人/21人）  

作業療法学科         96.2％   （25人/26人） 

看護学科        100  ％   （39人/39人） 

スポーツ医療学科     0.0％    ( 0人/3人） 

全学科計        90.6％ （135 人/149人） 
 
なお、学科毎の学修成果については、次頁以降を参照 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準４－２ 学修成果（鍼灸マッサージ学科・鍼灸学科） 
項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】国家試験を合格した者は、施術所・医療機関・介護保険施設他に就職

するが、開業に向けた準備期間に入る者や、年度によっては進学する者もいる。 

鍼灸学科 2 部学生については、卒業後も在学中の職業を継続しながら将来の

開業に備える者もいる。 

就職先とのミスマッチによる就職後 1年未満での退職ケースが見受けられる。 

就職活動前にキャリアプランを考えさせるなど、専任教員によるキャリア教 

育の充実が必要である。 

求人件数の確保には、就職支援部門との連携に加え、あはき師の職域拡大へ

の取組みも必要である。 
 
【国家資格取得率】本校卒業が、あはき師・はき師の国家試験受験資格要件とな

っており、卒業に至った学生は、国家試験を受験している。 

過去 5年の合格率は、全国の養成施設の新卒平均を上回っている。 

取得率向上のために 3 年次には計画に基づいて模擬試験を実施し、成績不良

者に対する補習や個別指導を強化している。 

卒業生のうち国家試験に合格できていない者については、聴講制度や模擬試

験を用意し支援している。 

平成 30 年度から e-ラーニングを導入し、在校生から卒業生に至るまで広く

支援を強化している。 
 
【在校生・卒業生の社会的評価】あはきの技術については、（公社）東洋療法学

校協会より派遣された外部審査員による第三者評価を受審し、学生は、一定の

技能を有していることを確認している。 

卒業生の活躍については、本校ホームページで紹介しているが、今後卒業生

の活躍をより的確に把握する体制を構築したい。 

18 歳人口の減少、大学進学志向、はき師課程の乱立、無資格者による各種手

技療法の増加など、入学者や就業に対し影響を与える因子が多数存在する。 

加えて、あはき施術所の増加、カリキュラムの改正など、対応しなければなら

ない問題が山積するが、ひとつひとつ丁寧に対応し、質の高いあはき師の育成

に注力したい。 

 就職について、東京・大阪など都市圏をはじめ全国からの求人が多い。一方、

地元香川県内の求人は多くなく、地元志向の学生の需要に応えられていない。      

なお、就職率の算定にあたり、独立開業、卒後研修、進学を目指す学生が多

く、これらは就職率に反映されない事情もある。 

特に鍼灸学科 2 部に通う会社員や主婦など、卒後すぐの就職を望んでいない

学生もいるため、単純な就職率ではなく進路決定率といった見方での評価が現

実的である。 

退学者減少対策として原因を分析し、毎年その対応を工夫している。 

退学理由は多様化しており、今年度は、成績不良に加え、体調不良・家庭事情

など単純に解決できないものがあった。 

その中でも成績不良が退学の原因とならないよう、引き続き、専任教員の指

導力向上を図り学生の成績改善に努めなくてはならない。 

本学科における資格試験の合格率は、全国平均や他の養成施設と比較しても

高い水準にある。 

今年度は、あはき師すべての国家試験新卒者合格率において全国平均を上回

った。 

また、一昨年度の国家試験から、専門科目や臨床系科目の重視に加え、総問題

数の増加、知識の想起から簡単に答えられる問題が減少し、知識の応用・読解力

を試す総合問題が増加することとなった。 

このような変化に柔軟に対応できるよう、引き続き基礎学力錬成の徹底と、

指導する側である専任教員の指導力強化が求められる。 

卒業生の活躍について、学校・学科として卒業生の社会的評価を把握する規

定・取り組みはない。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 鍼マ・鍼灸学科長 襖田 和敏 
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基準４－３ 学修成果（柔道整復学科） 
 

大項目総括 特記事項（評価項目・特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】就職希望者は、全員が就職できている。 

国家試験合格の有無にもよるが接骨業やサービス業、老健施設等への就職が

中心になっている。また、国家試験が不合格となった者も就業しながら、次年度

の国家試験に備えている。 

全国からの求人があり、東京･大阪等の大都市圏からの柔道整復師の求人件数

が特に多い。香川県内での就職先の確保は年々厳しくなっており、求人数も減

少傾向にある。 

業界団体や卒業生と良好な関係を保ち、就職関連の情報収集に努めるととも

に、学生の希望状況を把握して個別対応等にて事業所とのマッチングを図って

いる。 
 
【退学者対策】令和 4 年度の退学者は 6 名で、前年度と比較して減少した。家

庭経済の変化、心身の疾病、学校不適応による進路の変更が主な理由である。 

また、1年次の心身の疾病で進路変更する者が前年度に比べ増加した。 

OC や学校説明会において、入学希望者に柔道整復師養成施設の学生生活や職

業理解についての説明方法を検討する必要がある。 

また、居場所づくりや学習支援、心理カウンセリング専門家からの支援など

も検討している。 
 
【国家資格取得率】前年の合格率は、新卒全国平均と同等の 66.7％であり、過

去数年間、新卒全国平均とほぼ同率を維持している。 

今後も効果的な模擬試験実施計画、成績不良者に対する補習や個別指導の強

化、学生の自習スペースの確保、国家試験対策授業と対策を続けていく。国家試

験不合格者にする支援対策として聴講生制度がある。 

また、聴講が困難な者の為に、平成 30年度より導入の e-ラーニングの活用を

指導して支援を強化している。 
 
【在校生、卒業生の社会的評価】（公財）柔道整復研修試験財団による外部実技

審査を毎年受審しており、実技教育の成果と一定の技能を有していることを確

認している。卒業生の活躍については本校 HP で紹介しているが、今後、開業し

ている卒業生を中心に、業界で活躍する卒業生を的確に把握するよう努めたい。 

療養費の取扱いにあたり行政処分を受ける者、広告の制限違反など、柔道整

復師養成施設に課された卒前教育は、単に国家試験の合格だけにとどまらず、

高い倫理教育が求められている。 

就職支援については、求人数の確保、安定した支援体制、柔道整復師の職域の

拡大への対応が求められている。 

療養費の取扱いに関し、規則の改正により一定の実務経験（3年間）を必要と

することから、学生に対し卒後の活動を含めたキャリア教育支援も重要となっ

ている。 

地域住民に信頼される技能と人格の陶冶に加え、柔道整復業務に付帯する技

能の獲得や、鍼灸とのダブルライセンスの取得など幅広い技能と知識を有する

柔道整復師の養成も必要と考える。 

1 年次に、ミスマッチがおこり退学に至るケースも見受けられる。しかしなが

ら退学者対策として原因を分析し、その対応を工夫している。 

令和元年度の第 28 回国家試験から必修問題数が増加するなど、国家試験は難

化傾向である。 

国家試験合格には、質及び量ともに十分な対策を講じる必要が一層増してい

る。 

地方出身者の多い本学科では、卒業生の活躍について把握することが困難で

ある。 

活躍を把握するためには同窓会活動を強化する必要がある。 

その為に新たな組織や運営方法を検討する必要がある。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 2日 記載責任者 柔道整復学科長 山本 幸男 
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基準４－４ 学修成果（理学療法学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】国家試験合格者は、全員が医療機関・福祉施設等に就職した。 

不合格者の 2 名についても、就職はできている。彼らに対しては、次回の国

家試験受験に向けて指導を継続していく。 
 
【資格･免許の取得率】過去 5年間の合格率推移は、以下のとおりである。 

平成 30年度 94.7％（全国平均 92.8％） 

令和元年度  91.4％（全国平均 93.2％） 

令和 2年度  90.0％（全国平均 86.4％） 

令和 3年度  89.3％（全国平均 88.1％） 

令和 4年度 90.9％（全国平均 94.9％） 

なお、令和 3 年度の不合格者 3 名については、１年間支援し、令和 4 年度に

合格となった。 
 
【卒業生の社会的評価】卒業生のほとんどは、医療機関で臨床業務に従事して

いる。校内教育で、1 年次に研究方法論、2～3 年次に 2 学年合同でグループで

の基礎研究活動、4年次には、臨床研究として研究論文を作成し、その成果を学

会形式でポスター発表まで経験させている。 

優秀論文については表彰している。このような取組みにより、卒業生は、各種

学術集会等（同窓会学術集会、香川県理学療法士学会、四国理学療法士学会・日

本理学療法学術集会等）で研究発表を経験している。 

中には、学会から表彰される者もいる。 

また、一部ではあるが、教育現場（大学、専門職大学、専修学校）で教員とし

て勤務している者もおり、そのうち 2名が本校の専任教員として活躍している。 

同様の国家資格を養成する 3 年制養成施設（専修学校）が県内に 1 校ある。

また、近隣県にはそれぞれ 3 年制または 4年制の専修学校が数校、岡山県と 

徳島県には 4年制大学も存在している。 

さらに、令和元年には高知県に、令和 2 年度には岡山県にそれぞれ専門職大

学が開学している。 

国家試験合格率は、90.9％と、全国の新卒 94.9％を僅かに下回った。不合格

者が 2名あり、次年度合格できるよう支援していく。 

就職･進学率は、就職率が 100％であった。国家試験不合格者は、次年度の受

験に向け学習している。 

近年の求人状況と就職活動を見ると、就職難が感じられる。 

その対策として、今後人材が必要とされる地域包括ケアシステム分野で活躍

できる人材育成と就職先の開拓が必要となる。 

そのため、校内でのそれらの分野の教育の充実や該当施設等での臨床実習の

実施などを徐々に増加させている。 

退学者は、2.5％と目標値の 4％を大きくクリアした。 

退学者減少対策として、入学試験における選考で、強い入学動機の確認が必

要であり、その動機を維持していくために、入学前から課題を与え学習習慣を

身に付けさせ、入学早期から個別面談で学習の目的､将来の夢を持たせ、個々の

学生に合った教育を実践する必要性がある。 

また、科目外学習時間を設け学習内容の定着を図り、集中して学習しやすい

ような授業形態を一部導入している。 

学校行事に関してもできるだけ開催できるように工夫し、クラス･学年の一体

感の醸成を目指す。 

心理的あるいはコミュニケーションに問題を抱えた学生にはより早期に問題

解決を図る対策が必要であり、専任教員による対応だけでなく、学校が契約し

ているカウンセリングの活用などを促し、臨床心理士と連携している。 

 
最終更新日付 令和 5年 4月 18日 記載責任者 理学療法学科長 高橋 謙一 
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基準４－５ 学修成果（作業療法学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】国家試験を合格した者で就職希望者は、病院等の医療･介護施設で

100%の就職率である。 

国家試験不合格者においては、介護関係の就職活動中である。 

求人数は、令和 3 年度より微増（70 名程度）したものの、依然として楽観視

はできない。 

近い将来、就職先の確保が難しくなることが予想される。また、緩和傾向では

あるが、令和 5 年度においてもコロナ禍の影響が懸念される。 
 

【資格･免許の取得率】本学科卒業が認められた学生が、作業療法士国家試験受

験資格取得となっており、卒業に至った学生は、作業療法士国家試験の受験を

基本としている。 

過去 3年間の合格率「82.0％（既卒者を含む）」は年度により変動があるが、

概ね全国平均を示している。 

国家試験合格率向上のために、2 年次より国家試験対策の授業を行っている。

卒業生の中で、国家試験不合格者が数名いるが､それらに対する支援対策も行 

っている。 

作業療法士以外の資格取得については、福祉住環境コーディネーター2級、ビ

ジネスマナー検定 3 級、初級障がい者スポーツ指導員の資格取得を目標にして

いる。また、グループワークの方法や主体的なプレゼンテーションの方法につ

いて、クエストエデュケーションを用い学んでいる。 
 
【卒業生の社会的評価】卒業生には、同窓会研修会、香川県作業療法学会、四国

作業療法学会・日本作業療法学会での発表実績がある。 

また、卒業生の数名が作業療法士養成施設の専任教員として活躍している。 

新たな職域として、高松刑務所の新職員採用者で、本校卒業生（作業療法士）

が採用された。 

この経緯として、本校教員が高松刑務所の受刑者への関りを長年に渡り取り

続けたことが一要因として挙げられる。 

作業療法士の国家資格取得を目指す 3 年制の専修学校（養成施設）が県内に

ある。また、県外に目を向ければ、大学や短大（3 年制）と、3 年制及び 4年制

の専修学校が多くあるが、四国には大学と短大が少ないのが特徴である。 

その中で本学科は、4年制の専修学校である。全国的に作業療法士学校養成施

設が増加しており、それに伴って有資格者が増加し、県内でも 1,000 名近くの

作業療法士がいる。 

現在のところ、本学科の卒業生は、就職率も良いが、近い将来、県内において

就職先が少しずつ減少していくことも予想されるため、今後に向けての就職先

の開拓が必要となる。 

これらのことから、卒業生の社会的評価をしっかりと拾い上げ、学内外にア

ピールしていく必要性が高くなってきている。 

退学者減少対策として、入学者選抜において、目的意識や将来のビジョンを

持ち、本学科のアドミッションポリシーを理解している受験者を合格とするこ

と、また、入学時からの個別面談で学習の目的・将来への希望を持たせ、個々の

学生に合った教育を施していく必要性がある。 

心理的・コミュニケーションの問題を抱えた学生には、より早期に問題解決

を図る対策が必要であり、心理カウンセリングの活用、学内での面談等で学生

の悩みを早期に捉え、解決していく。 

また、新型コロナウィルス感染症の影響により、生活困窮者も増えてきてい

る中、当校における新たな経済支援制度の構築が必要であるものと考える。 

学生が行った研究活動、臨床研究論文作成などの中で優秀なものを表彰や、

発表の機会は、学習の目標を持たせる上で重要と考えている。卒業生の中で社

会的活動を行う人材を育てたり､その活動を鼓舞したりすることも、学科の将来

の発展性を考える上で重要である。 

令和 3年度に引き続き令和 4 年度も、コロナ禍の影響により、基礎研究活動、

臨床研究発表会共に、密を回避するため分散でポスター形式の発表で行われた。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 1日 記載責任者 作業療法学科主任 西井 優子 
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基準４－６ 学修成果（看護学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】 

学科開設時より、就職率 100％。令和 4 年度は、39名が卒業した。 

１名は、臨地実習の単位を修得できず、卒業延期となった。 

卒業生 39名のうち、全員が就職である。 

就職の内訳は、香川県内 30 名（そのうち実習病院は 22 名）、県外 9名。 

進学希望の学生 2名は、助産師学校を受験したがいずれも不合格であった。 
 
【資格･免許の取得率】 

看護師国家試験合格率は 92.3％（新卒）、39名受験、36 名合格。 

4 年連続で 100％に到達しなかった。なお、昨年度の卒業生で不合格であった

1 名は、合格であった。既卒生 2名は不合格であった。 

年度 本校（新卒） 全国（新卒） 

令和 4年度卒業生 92.3％ 95.5% 

令和 3年度卒業生 97.1％ 96.5％ 

令和 2年度卒業生 96.2％ 95.4％ 

令和元年度卒業生 95.6％ 94.7％ 

平成 30年度卒業生 100.0％ 94.7％ 
 
【卒業生の社会的評価】 

卒業生のほとんどは医療機関で就業している。令和 4 年度卒業生の就職先の

傾向は、例年とほぼ同様である。 

院内外で専門的な講習会を実施し看護師育成に携わる。 

院内研究発表を行い自己研さんに努めているものもいる。 

また、実習施設に就職している卒業生は臨地実習では学生指導にあたってい

る。副看護師長や管理職とし活躍している。 

多職種連携教育に指導者として参加、学生の教育支援に貢献した。 

就職活動に際して、学生のレディネスに適した就職先を支援している。 

また履歴書や面接指導により概ね希望する病院に就職している。 

令和 3年度の卒業生 2 名が、修士前期課程看護学専攻に初めて進学した。 

１名は、退学し看護師として従事している。他 2 名はそれぞれ保健師、助産

師を目指している。 

令和 3年度に助産学専攻科（1年コース）に進学した卒業生は、合格の報告を

受けた。学科開設以降、進学後の国家試験合格率は 100％である。 

国家試験合格率に関して、令和 4 年度は、本校 92.3％、全国 95.5％。過去 5

年間は、全国平均をほぼ上回っていた。 

しかし、令和 4 年度は全国平均を下回った。不合格であった 3 名のうち 2 名

は、試験前に体調不良により入院するなど万全な体調で国家試験に臨むことが

できなかった。 

1 名に関しては、模擬試験の結果は合格ラインを超えていたため、当日の緊張

や記載ミスなどが考えられる。 

全体的に基礎学力に課題のある学生を受け入れている現状がある。 

この状況を踏まえ、模擬試験結果からより努力を必要とする学生へ早期から

の個別指導を実施した。 

その結果多くの学生を合格に導くことができた。こういった指導体制も本学

科の特徴･特色と言える。県内の近隣 4校で比較すると、3 校は 1～5 名程度の不

合格であり、1校は 10 名を超えていた。 

卒業生の社会的評価として、卒業生が学生指導に携わることで安心して学べ

る環境となっている。管理職として活躍している卒業生がオープンキャンパス

で看護について語る時間をもった。 

参加した高校生や保護者から理想の看護師像がイメージ化したと意見をもら

えた。院内の研究発表を実施し、自己のキャリアアップと共に、よりよい看護を

探求している。多職種連携教育のグループワークに、ファシリテーターとして

学生の学びを深めた。 

 
最終更新日付 令和 5年 4月 20日 記載責任者 看護学科長 六車 輝美 
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基準４－７ 学修成果（スポーツ医療学科） 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職率】卒業生は、病院等の医療機関、施術所、トレーナー派遣会社等に就職

する。 

ただし、本学科では、本校他学科との併修者が一定数いることから、毎年度、

若干名～数名、本学科の卒業後も他学科に在籍し続ける。 

そのため、当該年度の卒業者の就職率を単純に算出すると、就職率が低くな

ってしまうことがある（その場合には「進学」として取扱っている）。 

就職希望者 3 人のうち、1 人の就職が決定(他学科との併修者)し、就職率は

33.3％となった。 
 
【資格･免許の取得率】本学科では、JSPO 公認 AT、JATI のトレーニング指導者

の養成を行っており、それぞれ本学科を卒業することでその受験資格が付与さ

れる。 

 令和 4 年度の各試験の合格率は、以下のとおりである。 

1．JSPO- AT（理論試験）   75.0％（4 人受験、3人合格） 

  JSPO- AT（総合実技試験）100 ％（3 人受験、3人合格） 

   理論、総合実技試験を通じての合格率:75％（4人受験、3人合格） 

2．JATI トレーニング指導者  100％（1人受験、1人合格） 

このうち、1.については、毎年度、JSPO から合格率の公式発表がないため、全 

国平均は不明であるが、 理論試験の合格率は 20％前後ではないかと推測されて 

おり、本学科では好成績を収めている。 

 なお、（公社）日本赤十字社救急法救急員資格の取得も目指しており、毎年度 

講習と試験が行われるが、令和 4年度については 2年生ともに（公社）日本赤 

十字社救急法基礎講習資格を受験し、全員が合格した。 
 
【卒業生の社会的評価】スポーツチームのトレーナーとしての就職のほか、選

手個人の専属トレーナーとして契約を結んだ等の事例がある。 

 

従前より、JSPO-AT 検定試験の難易度が高いことから、本学科開設以来、受

験･入学を躊躇する者が多かったが、近年、本校の AT 検定試験の合格率が飛躍

的に向上したことから、社会人については一定の入学者増に繋がっている。 

ただし、夜間部のみの開講であることから、高校新卒者には依然としてそれ

が受験･入学の阻害要因となっている。 

従来から医療国家資格を保有していれば、トレーナーになれるという意識が

医療業界、スポーツ業界に根強くあるため、今後の JSPO による資格の広報や

JSPO-AT 連絡協議会等の広報が必要になると考える。 

なお、令和 2 年 9 月開催の理事会で令和 3 年度生の募集を最後に以後の募集

は行わないことが決議された。 

また、令和 4 年 12 月開催の理事会で、本学科は、令和 4 年度末（令和 5 年 3

月末日）をもって廃止することが決議された。 

原級留置者がでなかったので、令和 5 年 3 月末日をもって、本学科は廃止さ

れ、14年間の歴史に幕を閉じた。 

 
最終更新日付 令和 5年 3月 31日 記載責任者 スポーツ医療学科長 加納 賢一 
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4-8 就職率（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

4-8-1 就職率の向上が図

られているか 

就職希望者の就職率を 100％

に設定する。 

 

その方略として、 

1.学科長・主任・担任が中心とな

って就職支援する。 

2.就職支援部門は、企業からの

求人票を随時電子化登録・フ

ァイリングし、学生に開示す

る。 

3.鍼マ･鍼灸、柔整では、事業所

を招き、職場説明会を開催し、

就職率の改善を図る。 

各学科においては、学科長、主

任及び担任が協働し学生の就職

支援を行った。各学科の具体的

施策として、就職活動セミナー、

就職希望調査･相談、Web 職場説

明会、面接･履歴書作成指導等を

開催･実施した。 

学校事務局・学務部学生・キャ

リア支援課からの求人情報の学

生への提供と就職試験情報の収

集と提示を行っている。 

契約会社により、企業と就職

希望者との就職説明会を開催し

ている。 

資格取得者の就職率は、高い

ため、今後もそれを維持したい。 

資格にもよるものの香川県内

からの求人数が減少傾向にある

ことから、新規開拓に努める必

要があると考えている。 

 

卒業生の進路一覧表におい

て、最終入力が内定時であるこ

とが散見する学科があり、実際

に当該事業所に就職したのかど

うか確認できないことがあるた

め、当該学科には、就職情報の速

やかな報告を依頼している。 

・卒業生の進路一覧表 

・養成施設･養成所報告 

・求人票一覧 

・キャリア支援部門関係資料 

・各施策の実施要領･報告書    

 等 

・募集病院の説明書 

・毎月の就職状況 

・年度別就職状況の推移 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

国家試験等に合格した者の就職率は極めて高く、100％またはそれに準じた高

い数値となっている。 

ただし、卒業者全体から見れば、進学する者、引続き本校他学科に在籍する者

及び国家試験不合格者等がいること、また、社会人入学者の場合、稀に資格取

得後のすぐの就職･就業を希望しない者もいるため、学科により就職率がさほど

高くない場合があり、それが学校全体の就職率に影響を及ぼすことがある。 

 

就職支援の具体策は、学科により多少異なるが、就職活動に係るセミナー開

催、就職希望調査･相談の実施、Web 職場説明会の開催、面接･履歴書作成指導

等である。 

 あはき師、柔道整復師は、開業権のある資格であり、資格取得後、開業する者

が一定数いるが、高校新卒者の入学比率が高くなった近年では、卒業後直ちに

開業する者は稀である。 

将来的に開業を志す者も、その大半が一度は就職し、臨床経験を積んで開業

に至るケースが多い。 

 

 また、令和元年度卒業生は、コロナ禍の影響で就職活動の始動の遅れ等によ

り、令和 2 年 5 月の段階では就職率が低かった学科があったが、令和 2 年度以

降は、学校として対策を講じているため、令和 3 年度以降の卒業生は、その影

響をほとんど受けていない。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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4-9 資格・免許の取得率（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

4-9-1 資格・免許取得率

の向上が図られている

か 

令和 4 年度の国家資格等合格率

の目標は、次のとおり(新卒者)。 

あマ指師     100％ 

はり師       95％ 

きゅう師      95％ 

柔道整復師      90％ 

理学療法士     100％ 

作業療法士    100％ 

看護師        100％ 

アスレティックトレーナー（AT）

50％ 

トレーニング指導者(JATI)100％ 

 

 

令和 4年度の国家資格等合格率の

実績は、次のとおり(新卒者)。 

あマ指師   100 ％ 

はり師    88.5％ 

きゅう師   88.5％ 

柔道整復師   66.7％ 

理学療法士   90.9％ 

作業療法士  96.0％ 

看護師      92.3% 

アスレティックトレーナー（AT）） 

75.0％（理論試験） 

 〃      100 ％（総合実技試験） 

 〃 75.0％（理論試験、合実技試験） 

トレーニング指導者((JATI)100％ 

 

国家試験対策、模擬試験の実施、 

問題集の活用、教員による個別指

導、科目別の補習の実施、習熟度別

個別指導を実施している。 

国家試験･資格試験は、

入学試験とは異なり、合格

基準となる得点以上を獲

得した者全てが合格とな

ることから、学生の習熟度

に応じた補講等が必要で

あり、併せて個別指導が重

要である。 

 

また、希望者について

は、過年度卒業者（国家試

験等不合格者）の支援体制

を行っている。 

・養成施設･養成所報告 

・理事会、評議員会配付資料 

・学校運営会議資料 

・国家試験問題集 

・国家試験結果 

・国家試験成績に関する情報 

・公認ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ試験結果 

・令和 4 年度の国家資格等合 

格率の部門目標・学校目標

の設定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

令和 4年度卒業生の状況は、「現状･具体的な取組等」のとおりである。 

資格・免許の取得が就職に直結するため、全員の取得を目指し、国家試験対策

授業、模擬試験、自習スペースの確保、国家試験対策アプリ等を利用している。 

国家試験の合格率は、学校別及び全国平均が公表され、新卒者別、既卒者（過

年度卒業者）別及びその両方を合わせた数値がそれぞれわかるため、新卒者はも

ちろん、過年度卒業者の資格取得に向けた支援も重要である。 

なお、JSPO は AT の合格率を公表していない。また、JATI はトレーニング指

導者認定試験の合格率を発表しているものの、結果を試験会場毎に発表してい

るほか、出張試験の結果は公表されないため、全体の合格率は不明である。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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4-10 卒業生の社会的評価（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

4-10-1 卒業生の社会的

評価を把握しているか 

学校として、また同窓会を通

じて、把握する。 

社会で活躍をする卒業生に

は、広報活動(学生募集、オープ

ンキャンパス等)及び教育活動

等に協力してもらうこととして

いる。 

著明な活躍をしている卒業生

について、本校の学校案内パン

フレットや本校ホームページで

紹介したりしている。 

 

また、オープンキャンパスで

の先輩紹介、臨床実習前の講話、

卒業記念講演のゲスト･講師と

して招いている。 

 

就職後の研究発表･学会等に

おいて表彰された卒業生がいる

など、在学中の研究活動の経験

が生かされている事例が見られ

る。 

卒業生の活躍等については、

学校として伝聞や報道で知るこ

とが散見するため、学校として

卒業生の動向を把握できる体制

の構築が必要だと考える。 

 

情報把握が多様化しており、

把握が困難な状況がある。 

・本校 HP 

・学校案内パンフレット 

・講演等に係る稟議書 

・同窓会名簿 

・同窓会誌 

・業界紙 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職後の研究発表･学会等において、表彰された卒業生がいるなど在学中の研

究活動の経験が生かされており、在学中の研究活動は有効であると考えている。 

 

同窓会は、学科または分野毎に設置されており、事務局を校内各学科に置き、

本校教員の中に卒業生がいる学科では、当該教員が同窓会事務局職員となり、

同窓会活動を積極的に支援している。 

 

なお、卒業生の活躍は、実習施設・就職先、業界団体関係者等からの伝聞や、

報道で知らされることがあるため、学校として把握できるような体制の構築と

情報の共有化が求められる。 

本校各学科は、専修学校としては医療専門課程というひとつの課程であるも

のの、資格に係る関係法令がそれぞれにあり、養成施設･養成所としての指定等

も学科毎･部毎になされていることや、校舎も原則として学科毎･分野毎に分か

れていることから、それぞれ組織として独立しているという意識が強い。 

 

同窓会の活動に温度差があり、情報把握に難しさがある。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準５－１ 学生支援（学校全体） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】各学科（学科長、主任、担任等）と学務部学生･キャリア支援課

との協力体制により、適切に進路指導を行っている。 
 
【中途退学への対応】 令和 4年度の退学率の目標として 3.7％以下を掲げ、様々

な施策を講じたものの、結果は 4.98％となり、対応策の大幅な変更が迫られる

ことになった。 

退学事由には、様々なものがあるが、中でも精神的な問題による場合が増加

してきているため、特に学生相談の強化が急務となっている。 

なお、学科によっては、退学率を目標以下に抑えられているところもあるた

め、当該学科の対応策の共有化を図ることも退学率低減の一助になるものと考

えている。 
 
【学生相談】 担任制、スクールカウンセラーの配置（委嘱）、学科内での情報共

有、ハラスメント相談窓口の設置などの学生相談体制を整えている。 

なお、様々な悩み等を有する学生が在籍していることから、これらの事例に

も対応できる専任教員の配置やスキルの修得も検討したい。 
 
【学生生活】 学校独自の経済的支援は、特待生制度、入学金減免制度、新入生

授業料減免制度、夜間部併修者優遇制度、学生寮の寮費無料特例制度がある。 

また、施設として、学生寮をはじめ、多目的に使用できる健民センター、うど

ん店が出店している学生ホール、マイカー通学者のための駐車場（無料･有料）

及び購買部等がある。 
 
【保護者との連携】 保護者（保証人）には、入学時にオリエンテーションを実

施し（ただし、令和 3年度はコロナ禍のため実施を見送った）、学校の教育方針、

学習内容を理解してもらい、その後学生の出席状況、成績、学習態度等に問題が

生じた場合等には、速やかに連絡し、早期の解決、事態の打開が図れるようにし

ている。 
 
【卒業生・社会人】 社会人のニーズに応えるため、夜間学科（鍼灸、柔整、ス

ポ医）を設けており、経済面の支援も行っている（ただし、入学者数の低迷が継

続しているため、スポ医は令和 4 年度生から、鍼灸 2 柔整 2 は令和 5 年度生か

らの募集を停止している）。また、国家資格不合格者等への支援も行っている。 
 
【卒業生アンケート】毎年度、各学科の卒業生アンケートを実施しており、学

校運営に活用している。 

本校独自の特待生制度･経済的な学生支援制度は、以下のとおりである。 

 1.特待生制度（特待生選抜試験の成績に応じ判定） 

  ・特待 A…年間 50万円支給 ・特待 B…年間 25 万円支給 

・特待 C…年間 5万円支給 

 2.入学金減免制度 

  ・全額免除…昼間部と夜間部の同時入学者（一方の学科の入学金のみを免

除）、本校卒業生の昼間部と夜間部の同時入学であって、入学学科が鍼灸、

柔整、スポ医のうち、いずれか 2学科の場合（両学科の入学金を免除）、

本校卒業生または在校生が鍼灸、柔整またはスポ医のいずれかの学科に

入学する場合 

  ・半額免除…本校卒業生または在校生の家族の入学（二親等以内の血族ま

たは配偶者の入学）、本校卒業生または在校生が鍼マ、理学、作業または

看護に入学する場合 

 3.新入生授業料減免制度 

  ・年間授業 30 万円減額…鍼灸 1部または柔整 1部入の学者で、日本学生支 

援機構奨学金の貸与者等であり、かつ、生活保護世帯等の者 

  ・年間授業料 20万円減額…鍼灸 2部、柔整 2部またはスポ医入学者で、日 

本学生支援機構奨学金の貸与者等であり、かつ、生活保護世帯等の者 

 4.夜間部併修者優遇制度 

  ・年間授業料の 3 分の 1 を減額…同時併修、時間差併修または既卒併修の 

いずれの場合でも、鍼灸 2部、柔整 2 部またはスポ医に入学した場合、当 

該学科の授業料を減額 

 5.学生寮寮費無料特例制度 

・遠隔地からの入学者に対し家賃を無償とする（7～10 戸程度。共益費・光

熱費等は徴収する）。 
 
無料駐車場は、96台（学生寮土器横駐車場/13 台、丸亀市土器町東九丁目（県

立丸亀病院横）駐車場/83台）で、有料駐車場は、124 台（ＪＲ四国ステーショ

ン開発(株)より借用、3号館横の駐車場）である。 

※令和 3 年度のみ 健民センター(別館) 通学用無料駐車場：20台を確保した。 
 
各学科の卒業生アンケート調査結果については、学校全体、各学科へフィー

ドバックを行っている。 
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【奨学金及び高等教育の修学支援新制度】 

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）の奨学金・給付金制度の活用等については、

学生相談窓口を設置し、随時、学生への周知、申請書類等の相談、支援を行って

いる。 

コロナ禍、経済状況の悪化を踏まえた、緊急時の申請・支援などの対応を行っ

ている。 

 

令和 2 年度から新設された文部科学省「高等教育の修学支援新制度」の利用

については、新たに、学務部学生・キャリア支援課の職員を担当させて、学務部

長の指導の下、学生、保護者、香川県等との対応に当たっている。 

 

令和 2年度から、各年度 6月 15 日の提出期限までに、大学等修学支援法に基

づき、文部科学省の「令和 4 年度高等教育の修学支援新制度の機関要件の更新

確認申請書」について、審査を受ける香川県知事宛てに、経営要件資料、財務状

況、学科内容、ＧＰＡなどの成績内容、教育内容、授業料等減免実績、実務経験

のある教員等・授業科目、シラバス、理事名簿、財務・経営情報の公表、学科一

覧及び厳格かつ適正な成績管理状況などを添付のうえ、提出している。 

ＨＰへの情報公開が、義務付けられている。 

また、併せて、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」に係る「令和４事業

年度授業料等減免事業 交付申請書」も同様に提出している。 

 

 
文部科学省「高等教育の修学支援新制度」の授業料等減免対象(入学金、授業料)

は、以下のとおりである。 

※住民税非課税世帯等が対象。4 人世帯標準例 

第Ⅰ区分(年収 295万円) ： 満額、 

第Ⅱ区分(年収 395万円) ： 2/3、 

第Ⅲ区分(年収 461万円) ： 1/3、 の 3 支援区分。 

 

・令和 4 年度： 71人、33,492，300円 

・令和 3 年度： 71人、34,440，100円 

・令和 2 年度： 54人、25,286，700円 

 

〇入学金減免上限額： 昼間部； 16万円、夜間部； 14万円 

〇授業料減免上限額： 昼間部； 59万円、夜間部； 39万円 

〇給付型奨学金の支給あり。 

 ・第Ⅰ区分の年額  4人世帯標準例 

  自宅    ： 459,600円 

  自宅外通勤 ： 909,600円 

  ・第Ⅱ区分、第Ⅲ区分の場合は、第Ⅰ区分の年額で,年収により、 

満額の 2/3、1/3 となる。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準５－２ 学生支援（鍼灸マッサージ学科･鍼灸学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】 就職支援部門（学務部学生･キャリア支援課）、学科長、学科主

任、3 年生担任教員が窓口となり、学生からの相談には随時対応している。 

6 月中旬に、対面式での職場説明会（対面式は 3年ぶり）を開催し、就職支援

を図った。 
 
【中途退学への対応】令和 4年度退学率は、鍼マ学科 2.2％（前年比+1.1％）、

鍼灸学科 8.5％（前年比-1.9％）で、両学科合計 4.7％（前年比-0.5％）であっ

た。 

退学の理由は、家庭の事情、成績不良、入学前から患っている持病の再発や悪

化等であった。退学の理由は多様化しており、単純に解決することが難しいケ

ースが発生している。 
 
【学生相談】クラス担任制を布き、年度初め等学期毎に個別面談を行っている。

また、成績不振、その他問題事象が確認された際には、速やかに面談実施（学 

科長･学科主任を含む）、保証人等への連絡、学科内情報共有を励行している。 

なお、留学生に関しては、ここ 5年以上入学実績はない。 
 
【学生生活】 鍼灸マッサージ学科が、専門実践教育訓練給付金制度の対象とな

っている。授業前・放課後に実技指導等のゼミ授業を実施している。 
 
【保護者との連携】 年 2回、成績通知書を発行し（定期試験の成績に加え、出

席状況や担任教員からのコメントを記載）、保証人に郵送している。 

3 日以上の連続無断欠席や成績不振、問題行動が確認された際には、速やかに

保証人等に連絡し、必要に応じて来校を促し面談を実施した。 
 
【卒業生･社会人】 本校出身の専任教員が中心となって同窓会活動を支援して

いる。 

また、卒業生からの転職等に関する相談は、教員が対応している。 

国家資格未取得者に対し、聴講制度・模擬試験の利用、国家試験支援サービス

e-459 を活用している。 

他学科に比べ、社会人の入学者が多いことから、社会人のニーズを踏まえた

環境が整備されていると考えている。 

学生の就職活動の始動が年々遅くなる傾向にあり、4 月入社の概念も薄いこ

ともあり年度末から 4 月以降にずれ込むこともある。免許の取得が就職の条件

ではあるが、早期の進路決定を促す必要がある。 

しかしながら、学生の希望する職種や地域との不一致例もあり、就職先の新

規開拓のほか、あはき師の職域拡大に向けた働きかけが必要であると考える。  

また、現職の継続や独立開業を目指す者もおり、全ての学生が就職を希望す

るわけではない。 

COVID－19感染拡大防止に努め、体育祭や球技大会など一部の行事を実施でき

た。 

新入生宿泊研修の代替であるオリエンテーションでのグループワークや、WEB

学園祭（動画作成）などを実施することにより学ぶ意欲の醸成に努めた。 

十分な学習習慣の無い入学者が増えているなか、引き続き専任教員の指導力

向上を図る必要がある。 

在籍する学生の年代（10 代～60 代）、学力、入学前のバックグラウンド（新

卒・社会人経験者等）が多様化しているため、教員には優れた管理能力が求めら

れる。発達障害･精神疾患の既往や疑いのある学生もおり、格段の配慮が求めら

れるケースもある。国内でのあはき師免許は海外では無効となることから、今

後も留学生の入学は見込めない。 

専門実践教育訓練給付金制度では、制度を維持するには、退学率や国家試験

の合格率、就職状況について一定条件を満たす必要がある。また、鍼灸マッサー

ジ学科では、大部分の社会人学生が、教育訓練支援給付金制度を利用しており、

適用を維持継続するためには、出席率の要件がある。授業前・放課後のゼミ授業

以外に、運動やレクリエーション的なサークル活動を望む声がある。 

本学科では、10 代～60代と様々な世代の学生が学んでおり、保証人は必ずし

も父母ではなく、学生の配偶者や子というケース等もあり、保証人の続柄に応

じた対応が望まれる。 

本学科は、歴史も長く、動向が確認できない卒業生も増えている。 

引き続き、同窓会活動を強化し、情報収集・共有を行いたい。 

社会人や年齢を重ねてから入学する学生も多く、仕事、介護、妊娠等の理由で

休退学や原級留置となるケースがある。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 10日 記載責任者 鍼マ・鍼灸学科長 襖田 和敏 
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基準５－３ 学生支援（柔道整復学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】学科内就職担当教員、3 年生担任を中心に対応している。 
 
【中途退学への対応】令和 4 年度の退学者は 6 名で、前年度と比較して減少し

た。1 年次での退学者が目立った。 
 
【学生相談】各担任教員による個別面談を実施している。 

相談内容により必要に応じて学科長による面談を実施している。 

その結果を学科会議等で教員間での情報共有している。 
 
【学生生活】学生から学費延納願が提出された際は、担任による面談を実施し

て事情を汲取り、それを上申している。 
 
【保護者との連携】各期末に担任教員が成績通知書を郵送している。 

また、出席状況の不良、成績不振、問題行動等が確認された場合は、コメント

欄に記載し保護者に連絡している。 

そして、必要に応じて担任、保護者、学科長等による面談を行う。 
 
【卒業生・社会人】 同窓会事務局を職員室内に設置し、本校卒業の専任教員

が関与している。 

国家試験に合格していない学生に対し、出願手続・模擬試験・聴講制度等の学

習支援を行っている。 

柔道整復師に係る法令規則の改正に対応しつつ、卒業生の個々の状況に応じ

た就労環境へ導くよう努力したい。 

 大都市を中心に多くの求人数がある。 

地方での求人数は、都市部と比べると少ないため、四国を中心とした就職先

の情報を確保する必要がある。 

しかしながら、地方と都市部における賃金格差の問題等もあり四国地方での

就職を困難にしている側面もある。 

1 年次における進路変更による退学があるため、早期に学習支援や生活相談

を実施し職業理解を高める必要がある。 

メンタルヘルス等に不調を訴える、不調の見られる学生には、必要に応じて

スクールカウンセラーへの相談支援を実施している。 

しかしながら、支援の必要な学生は、過去にカウンセリングを受けた経験が

あり、カウンセリングを受ける事を嫌がる傾向がみられる。 

また、本学科では、全員が男性教員につき、女性学生が相談しづらい案件もあ

ると考えられるため、他学科の女性教員や事務職員との連携･協力も検討した

い。 

留年により奨学金給付が停止すると退学せざるを得ない状況になる。留年を

阻止する取り組みが重要になっている。 

保護者の都合により適時に連絡が取れない場合があるため、必要に応じて速

やかな対応が求められる。 

卒後年月が経過すると卒業生との関係性が希薄化するため、卒業生の連絡先

の管理を本学科で整える必要がある。 

また、同窓会との連携は強化する必要がある。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 2日 記載責任者 柔道整復学科長 山本 幸男 
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基準５－４ 学生支援（理学療法学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】担任を中心に他の専任教員も連携し就職活動を進めている。 

高度専門士の称号を取得することにより待遇面で有利であり、卒業後により高

度な学習･研究ができる。 

また、在学中に社会人基礎力検定、住環境コーディネーター2 級検定、初級障

がい者スポーツ指導員の取得を目指すなどキャリア支援教育も行っている。 
 

【中途退学への対応】ここ数年の退学理由として学業不振以外が増加していた。

令和 4 年度は、担任制の見直しや授業の工夫、頻回な面談といった様々な取り

組みにより退学者は、3 名に抑えられた。 
 

【学生相談】令和 3 年度より個別相談指導室を開設し、より個別相談が行いや

すい環境を作っている。 

各学期中、担任を中心に複数回の面談を行い、学生に気軽に相談に乗っても

らえるような雰囲気作りをする。 

また、スクールカウンセラーによる相談の促しも掲示をとおして行った。 
 
【学生生活】学生には、健康診断･抗体検査などを実施し健康管理できる体制を

取っている。 

学校行事も専任教員がサポートしながら、学生会･自治会を中心に計画･実施

している。奨学金制度や学生寮など経済的な面でも支援を行っている。 
 
【保護者との連携】入学時に保護者オリエンテーション、3年次の実習開始前に

保護者説明会を開催している。 

成績等不良者は、保護者と連絡をとり三者面談を実施している。 
 

【卒業生・社会人】同窓会組織が中心となり卒業生の動向を把握している。  

近年、社会人入学生は非常に少ない傾向である。 

 

【就職支援】求人募集が早期から行われるようになってきているため、4年次の

早期から就活セミナー等を行いフォローしている。 

また、臨床実習中であっても就職活動が円滑に行えるよう、臨床実習施設側

と協力体制を作っている。 
 
【中途退学への対応】退学時の面談から、退学を決意した経緯と理由の把握に

努める。 

令和 4 年度は、退学者 3 名のうち学業不振によるものは 2 名で、進路変更と

経済的理由がそれぞれあった。 

引き続き成績不良によるものが出ないような教育活動を推進する必要があ

る。 
 
【保護者との連携】新型コロナウィルス感染症の対策のため、令和 4 年度の入

学式も校舎単位の分散開催となった。 

また、関係者も入学生と学校教職員、保護者数も制限して実施した。 

入学式後の保護者オリエンテーションは対面で開催した。 

3 年生の保護者に対しては、臨床実習開始前の 9/3 にオンライン形式で保護

者説明会を開催した。 
 
【卒後の支援】香川県理学療法士会の事務局を本学科内においており、その事

務局員や役員を本学科の専任教員が担っていることにより、間接的に卒業生（県

内者）のフォローができている。 

 

 
最終更新日付 令和 5年４月 18日 記載責任者 理学療法学科長 高橋 謙一 
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基準５－５ 学生支援（作業療法学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】担任と学科長を中心に就職等の対応を行っており、令和 4 年度

の卒業生で、有資格者の就職率は、96.2％（R5.4 月現在）である。 

近年は、求人件数は緩やかな減少傾向である。令和 4 年度では、都市圏域や

関西方面での就職者が例年より多くみられた。 
 
【中途退学への対応】令和 4年度の退学者は、7名で 7.1％となった。 

退学理由として、入学後の進路変更や学業不振が目立ってきていることを念

頭に置き、更なる休退学の改善に力を尽くしたい。 

例年、学生の問題が大きくなる前に、本人との面談、保護者への連絡・連携

を行っている。 
 
【学生相談】担任を中心に定期的な面談や学生からの相談、対応を行っている。

また、週 1回専門のスクールカウンセラーが、予約にて悩み相談やカウンセ 

リングを行っている。担任の面談で心理的な問題が懸念された学生には、早め

の相談を促したり、情報提供を行っており、令和 4 年度には、学生のカウン

セリング利用はなかった。 
 
【学生生活】学校独自の経済的支援は、特待生制度、入学金減免制度、新入生

授業料減免制度、夜間部併修者優遇制度、学生寮の寮費無料特例制度がある。  

また、施設として、学生寮をはじめ、多目的に使用できる健民センター、学

生ホール、うどん店が出店している。マイカー通学者のための駐車場（無料・

有料）等がある。 
 
【保護者との連携】保護者には、入学時にオリエンテーションを実施していた

が、令和 4 年度においては、オリエンテーションを実施できず、学校の教育方

針、学習内容を知っていただくために授業概要は HPにて公開している。 

また、学生の成績、学習態度等に芳しくない点や問題が生じた場合も、その状

況を確認してもらい（個別の電話連絡、成績通知書の送付等）、早期に解決、事

態の打開が図れるように必要に応じて 3 者面談を実施している。3 年次の実習

が行われる前には、保護者会として実習についての説明等の説明や質疑応答、

相談を実施している。令和 2 年～4年度は感染症対策として Web開催で行った。 
 
【卒業生・社会人】国家資格不合格者への学習支援を個々に調整相談しながら、

希望に応じて行っている。 

【就職等進路】就職等の進路では、毎年 100％の就職率を達成しているが、令和

4 年度は、卒業生 26名全員が就職を希望しており、就職希望者 25 名は医療福祉

関連施設に就職しており、1 名は就職活動中（4月現在）である。 

例年、全国から多くの求人が寄せられており、令和 4 年度は昨年より微増し

ている。 

求人募集が早くなっている傾向があり、就職活動の是非を決める試験を 4 月

から定期的に行っている。 
 
【中途退学への対応】退学者が年度により増減しており、それに対する対策は

積極的に行っている。 

1 年次は、進路変更を希望しての退学者が見受けられることから、入学前教

育、入学後早期の個人面談などを介して目標を持たせるようにしている。 

2 年次以降は、成績不良、心理的・コミュニケーション問題、経済的問題など

があるので､早期に問題を発見し、対応する努力を行っている。 
 
【学生相談】スクールカウンセラーのチラシを校舎内に掲示し、周知に努めて

いる。個別の面談で心理面の問題が懸念される学生に対して情報提供を行って

いる。令和 4年度の利用実績はない。 
 
【学生生活】高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金）が利用できるよう、機

関認定の申請をして認定された。 

課外活動に関する規定を整え、同好会、サークルについて基準を定めている。 

入学時の保護者オリエンテーションや 3 年次の臨床実習保護者説明会への参加

率はそれほど高くはない。 

成績確認ハガキの返信をグーグルフォームからの解答の形式に移行し、コス

トの削減を図るとともにコメント記載欄も利用している。 
 
【保護者との連携】保護者との連携では、入学時のオリエンテーションと 3 年

次の実習前に保護者会を実施しているが、令和 4 年度には、入学時のオリエン

テーションが実施出来なかった。保護者会後に個別対応を行っている。必要に

応じて個々に電話連絡・三者面談等を設定している。 
 
【卒業生・社会人】①模擬試験の郵送、②学内での模擬試験の受験、③苦手教科

克服のための講座などを選択してもらい、本人の状況に合わせて実施している。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 1日 記載責任者 作業療法学科長 松本嘉次郎 
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基準５－６ 学生支援（看護学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】 

担任･副担任を中心に、就職活動や進学への支援を実施。学生のレディネスに

適した就職先の支援をしている。また、履歴書、面接等、個々に合わせて指導を

している。 
 
【中途退学への対応】 

令和 4年度の退学率は、4.8％（9/187）であった。学年ごとの内訳は 1年生 4

名、2 年生 4名、3 年生 1名計 9 名。直近 3年間の退学率は、令和 3年度 3.3％

（6名）、令和 2 年度 2.7％（5名）、令和元年度は 4.3％（8 名）。 

専任教員は、学生個々の個性を大切に、学習や学校生活への支援をしている。 
 
【学生相談】 

定期的に面接を実施している。これ以外にも学生の悩み相談は、担任･副担任

及び実習指導教員が状況に応じて対応している。スクールカウンセラーは配置

しているが、学生の利用は少ない。 
 
【学生生活】 

ほとんどの学生が（独法）日本学生支援機構奨学金制度を利用している。 

入学前に手続をしている場合も多く、アルバイトなどで生活を支えている学

生もいる。 

コロナ禍となり実習期間中はアルバイトができず、生活困窮の相談も受ける。 
 
【保護者との連携】 

学生の状況により、必要に応じて担任は、保護者へ連絡し状況を伝えている。

コロナ禍にあり、遠方の保護者の方はオンラインでの面接で対応した。 
 
【卒業生・社会人】 

卒業後の状況把握は難しいが、実習先に就職している学生は、看護部長や実

習先の看護師から情報を得ている。離職等の情報はあるが、事前に学校へ相談

するケースは少数である。個々で専任教員が相談を受け対応をしている。 

就職・進学については、高度専門士の称号を取得できるため、大学院修士課程

への進学も勧めている。大学併修制度により学士取得ができるため、給与面で

メリットのある県内の病院について説明をしている。 

中途退学の理由で最も多いのが、学業不振、進路変更、友人間のトラブルであ

る。学業不振に関しては、日々の学習状況をみながら、専任教員は、個別に学習

サポートをしている。 

学生は、授業の復習ができるように副読本を購入し計画的に実施している。 

学生からの相談内容は多岐にわたり、退学理由とも重なるが、学業に関する

こと、家族関係に関することなど、経済的な相談も受ける。精神的に不安定な学

生も増えているように感じており、個々に応じた支援を行っている。 

スクールカウンセラーや病院受診による治療が必要と感じることがあり、保

護者を含めて支援をしている。第一手段として、スクールカウンセラーの紹介

や利用を促している。 

学生生活では、奨学金の受給やアルバイトをしている学生が多く、経済的に

課題を抱えている学生は多い。保護者へ頼ることを遠慮する学生もおり、状況

に応じて保護者へ連絡し支援を求めるケースもある。コロナ禍となり、アルバ

イトも制限があることから、学業への影響もある。 

ほとんどの学生は、素朴な雰囲気で、素直で好感が持てる学生が多い。 

一部ではあるが髪の染色、複数個所へのピアス等、外観の派手な学生もいる。

実習先から講義に来校する看護師等もおり、常から身だしなみを整えるよう

指導している。 

保護者との連携は、担任を中心として行っている。特に無断欠席等による所

在が不明な場合、また成績不振であり学業が困難など、保護者へ連絡し状況を

報告し協力を求めることもある。 

卒業生・社会人への支援は、在学中の担任などがサポートしている。 

実習先へ就職している場合は、状況確認をしている。実習病院との連携の充

実を課題とする。 
 

最終更新日付 令和 5年 4月 20日 記載責任者 看護学科長 六車 輝美 



44 

基準５－７ 学生支援（スポーツ医療学科） 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【就職等進路】本学科の学生は、社会人（特に医療国家資格保有者）の割合が高 

く、かつ、既に特定の事業所に勤めている者がいること、また、本校他学科との 

併修者が一定数おり、本学科の卒業後も他学科に在籍し続ける者がいることか 

ら、新たに就職を希望する者は毎年度少数である。  

なお、就職先は、病院等の医療機関、施術所、トレーナー派遣会社等である。 
 
【中途退学への対応】上述のとおり、本学科の学生の中には、本校他学科との

併修者が一定数いることから、その学習量の多さについていけないケースが散

見する。 

例えば、他方の学科と調整のうえ、定期試験の時期を重複しないように配慮

する等可能な限りの対応を取り、また、学生本人とも面談しながら解決策を探

っているが、やむを得ず本学科を退学してしまう場合がある。 
 
【学生相談】担任及び本学科専任教員による個別面談･相談のほか、スクールカ

ウンセラーの委嘱、ハラスメント相談窓口の設置等学校としての学生相談体制

を整えている。 
 
【学生生活】学校独自の経済的支援（特待生制度、入学金減免制度、新入生授業

料減免制度、夜間部併修者優遇制度、学生寮の寮費無料特例制度等）があるほ

か、施設として、学生寮をはじめ、多目的に使用できる健民センター、うどん店

が出店している学生ホール、マイカー通学者のための駐車場等がある。 

 

【保護者との連携】保護者（保証人）との連絡等を取り、連携を図っている（他

学科に比べ社会人学生が多いことから、現状の対応で問題はないと考えてい

る）。 

【卒業生・社会人】JSPO- AT 試験は難関であることから、毎年度不合格者が出

てしまうため、卒業生への対応（補講･補習等）を取っている。 

 また、本学科は、夜間の開講であることから、医療国家資格保有者や就業者に

とって、入学しやすい環境を整えている。 

令和 4年度卒業者 6人の入学時の状況について記す。 
 
 以下のとおり、高校新卒者の入学者は 4 人（内 1人は留年）であり、 

新入生全体に占める割合は、66.7％であった。 
 
 ・高校新卒者     : 4人（内 1 人は留年） 

                    (内他学科同時入学 ： 1人（鍼灸 1 部） 

・社会人        : 1 人 

(内医療国家資格保有者: 1 人（理学療法士 : 1人） 

(他学科同時入学 （鍼灸 1部） 

 ・他学科の在校生   : 1人（柔整 1部/2年: 1人） 

  

 

 

 
最終更新日付 令和 5年 3月 31日 記載責任者 スポーツ医療学科長 加納 賢一 
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5-8 就職等進路（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-1-1 就職等進路に関す

る支援組織体制を整備

しているか 

就職支援部門を設け、求人票

を一括管理し、学生の就職を支

援する。 

また、就職支援部門と各学科

が協力し、就職支援活動を進め

る。 

学務部に学生･キャリア支援

課を置き、各学科との連携によ

り学生の就職活動を支援してい

るほか、求人票の受付、就職内定

状況等の集計等管理業務を行っ

ている。 

 

時代の趨勢とは逆に、学生の

就職活動の始期が遅くなる傾向

にある学科があるため、早期か

ら就職に関する教育･指導を行

う必要がある。 

また、医療機関･企業等と学生

の間のミスマッチを可能な限り

なくする方策を講じることも求

められる。 

 

・卒業生の進路一覧表 

・求人票一覧 

・就職支援部門関係資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学務部に、学生･キャリア支援課を置き、就職支援部門として各学科との協力

体制を構築･維持した。 

 

各学科では、学科長、主任及び担任が協働で就職支援を行っている。 

理学療法士、作業療法士及び看護師は、医療機関や老人保健施設等への就職が

ほとんどである。 

一方、あはき師及び柔整師は、開業権が付与されるため、進路としては就職のほか、

独立開業という選択肢もある。 

 

以前は、社会人入学者の割合が高かったため、卒業後すぐに開業する者も一定数い

たが、今は、高校新卒者の入学が大半であることから、ほとんどの者が就職する。 

 

なお、スポ医卒業者は、スポーツ施設に就職する者もいるものの、医療国家資格保有

者が多いことから、医療機関・施術所等への就職が多い傾向にある。 

 
 

最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長  小森 元章 



46 

 

 

5-9 中途退学への対応（7学科共通） 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-2-1 退学率の低減が図

られているか 

学校としての中退率の目標

は,3.7％以下とする。 

また、学科により定員・実員

数が異なることから、学科毎に

も目標を定める。 

 

そして、中退率の低減のた

め、以下について注力する。 

1.経済的支援の拡充 

2.級友との人間関係構築 

3.教員との人間関係の構築 

4.学習支援 

5.興味あるゼミ授業の整備 

6.入学前教育 

令和 4 年 4 月 1 日の実員 642

人に対し、令和 4 年度の退学者

数は 32 人であり、中退率は

4.98％と、目標の 3.7％以内を上

回った。 

退学の主な理由は、上位から

順に、学業不振(11 人)、進路変

更（5 人）、経済的理由（4人）、

病気等（5人）、学校生活不適応・

就職進路変更（共に 2人）、等と

なっている。これらの理由が複

合的に作用していることもあ

る。各学科とも個人面談を実施

し、保護者との連携を強化して

いるほか、スクールカウンセラ

ーとの個別相談、臨床実習の前

後の教育･指導の強化を図って

いる学科もある。 

退学防止のためには、早期の

対応が求められる。 

 

また、学科や学年による差異

も大きいことから、その原因を

追究し、各学科の対応と学校全

体で対策を十分に練る必要があ

る。 

 

年度別・学科別に中途退学者

の学生生徒等納付金収入の減収

額・損失額一覧を明らかにし、現

状分析を行い、学校経営上の重

要な課題となっている。 

なお、退学率の改善に大きな

成果を上げている学校の事例も

参考にしたい。 

・学校運営会議、教員会議 

配付資料 

・退学に関する意見書（退学願

に添付する書類） 

・中途退学者に関する年次デ

ータ 

・中途退学者の学生生徒等納

付金収入の減収額・損失額一

覧表 

・令和 4 年度の中退率の部門

目標・学校目標の設定・実績 

・年度別、学科別中退率の推移 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 28年度に 7.9％だった中退率が、翌年度から 7.0％、5.1％、5.3％、4.4％、

6.1％と改善傾向にあっただけに、令和 4 年度の 4.98％は前年度と比較すると、

軽減はされている。 

学校として、これまでの対策･取組みを検証し、退学防止対策、軽減策などが

必要となっている。3％以内の達成に向けての対応が必要である。しかしながら、

学科によっては、退学者を抑えられているところもあるため、その対策と効果を

全学科で共有し、退学者数の減少に努めなければならない。 

学科毎の退学率は、実員の少ない学科については、わずかな退学者によって

退学率が大きくなってしまうため、退学率、退学者数及び実員を記す。 

令和 4年度実績: 4.98％・32人(実員 642人) 

鍼マ:2.2％･2 人（実員 90 人）、鍼灸 1 部:8.3％･2 人（同 24 人）、鍼灸 2

部:8.6％･3人（同 35人）、柔整 1部:9.7％・6 人（同 62 人）柔整 2 部:0％・

0 人（同 19 人）、理学:2.5％・3 人（同 120 人）、作業 7.1％・7 人（同 99

人）、看護:4.8％・9人（同 187人）、スポ医;0％・0人（同 6 人） 
 

最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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5-10 学生相談（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-3-1 学生相談に関する

体制を整備しているか 

以下の相談体制で整備し対

応する。 

1.担任制 

2.スクールカウンセラーによ

る個別相談 

3.学科内の情報共有 

年度始めに学生の個別面談を実

施しており、問題等があれば学科

会議等において学科内で共有して

いる。また、保護者との連携も行っ

ている。 

 

臨床心理士にスクールカウンセ

ラーを委嘱し、原則として週 1日、

学生からの相談に応じてもらって

いる。 

また、平成 30 年度よりハラスメ

ントに関する相談窓口を設け、令

和 4 年度も継続して対応した。ス

クールカウンセラーによる個別相

談日を増加した。 

 

スクールカウンセラーによる

個別相談を行っていること自体

を知らない学生や、相談のため

の予約方法を知らない学生が一

定数いるため、改めて学生への

周知を継続していく。 

 

また、令和 4 年度ハラスメン

ト相談窓口への相談は 1 件、担

任等専任教員への相談は数件あ

り対応が求められる。 

・令和 3 年度学生カルテ 

・個人面接記録 

・学生便覧 

・ミーティング記録 

・スクールカウンセラー利用 

 状況 

5-3-2 留学生に対する相

談体制を整備している

か 

留学生か否かを問わず、相

談体制を構築する。 

5 年以上、留学生の入学実績がな

いため、留学生に特化した相談体

制は構築していない。 

特記事項なし  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

担任制、スクールカウンセラーの配置（委嘱）、学科内の情報共有、ハラスメ

ント相談窓口の設置など学生相談体制が整っている。 

なお、発達障害・精神疾患の既往を有する学生が在籍していることから、これ

らの事例にも対応できる専任教員の配置やスキルの修得も検討したい。 

留学生については、5年以上入学事例がなく、現状では相談体制を整えていな

い。 

留学生の受入れについて、以前から積極的に取組んでいない。この背景には、

あはき師･はき師及び柔道整復師の資格では在留資格が得られないこと、日本の国

家資格は海外では生かせないという背景がある（なお、理学療法士、作業療法士

及び看護師は在留資格が得られる）。 

もちろん、留学生を受入れないわけではなく、過去には数人、鍼マや鍼灸に在

籍し、卒業した実績がある。 
 

最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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5-11 学生生活（7学科共通） 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-4-1 学生の経済的側面

に対する支援体制を整

備しているか 

日本学生支援機構奨学金等公

的なもの、本校独自のものそれ

ぞれに支援する。 

令和 4 年度は、公的機関及び本校

独自の支援等について、方針等のと

おり運用した。 

また、学則の規定に従い、授業料等

の延納制度も適用した。 

 本校独自の経済的支援に

ついては、その効果を検証

しながら、制度の見直しを

図っていく 

・募集要項 

・授業料等延納願 

・奨学金等適用者の選任･推薦

に係る稟議書 

5-4-2 学生の健康管理を

行う体制を整備してい

るか 

学校医、保健管理センター（保

健管理センター運営委員会）の

協力のもと、学生の健康管理に

あたる。 

定期健康診断の実施のほか、コロナ

禍について、「保健管理センター」及び

「新型コロナウィルス感染症対策本

部」等が協働で対応した。 

令和 4 年度もコロナ禍の

感染状況が不透明であるこ

とから、今後も適切に対応

したい。 

・学則  

・学生便覧 

・学生の健康管理表 

5-4-3 学生寮の設置など

生活環境支援体制を整

備しているか 

学生寮、福利厚生施設（飲食

店、売店）、駐車場等を設け、学

生の学びやすい環境を追求す

る。 

左欄に記載のとおり運用した。 

学生寮については、令和 2 年度か

ら寮費無料（8 室前後）を導入してい

る。令和 4年度は、寮費無料を 25室

に拡大している。 

入寮者の声に耳を傾け、

利便性や快適性･サービス

内容を更に充実させたい。 

・募集要項 

・校舎配置図 

・学校案内パンフレット 

・本校 HP 

5-4-4 課外活動に対する

支援体制を整備してい

るか 

学生の活動（自治会、研究活

動・部活動、学園祭・体育祭、学

科の活動等）に関し、支援体制を

整備し、支援を行う。 

学生の諸活動において、教員がサ

ポートしながら運営できたが、コロ

ナ禍の影響で中止となった行事等も

多かった。 

学生の活動に係る経済的

支援を目的、成果等に鑑み、

充実させていきたい。 

・学事暦  

・教務日誌 

・学校運営会議、教員会議資料

及び議事録 
 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生支援に関しては、経済的側面、健康管理、学生寮及び課外活動のいずれに

対しても、その内容は充実している。 

学校独自の経済的支援は、特待生制度、入学金減免制度、新入生授業料減免制

度、夜間部併修者優遇制度、学生寮の寮費無料特例制度がある。また、施設とし

て、学生寮をはじめ、多目的に使用できる健民センター、うどん店が出店して

いる学生ホール、購買部、マイカー通学者のための駐車場（無料･有料）等があ

る。 

令和 4年度 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」の実績は、      

対象学生数は 71人、入学金・授業料減免対象の支援金額は 33,492,300 円であっ

た。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 



49 

 

5-12 保護者との連携（7学科共通） 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-5-1 保護者との連携体

制を構築しているか 

 保護者と連絡を密にし、緊

急時等に対応できる体制づく

りを行う。 

入学時に保護者（保証人）に対す

るオリエンテーションを実施して

いる（ただし、令和 3 年度はコロナ

禍により、中止を余儀なくされ

た。）ほか、学期末及び学年末時点

での成績及び出欠状況を文書で報

告し、確認書を返送してもらって

いる。 

 

保護者の連絡先を届出てもらっ

て、緊急時の連絡体制を確保した。 

学生に係る問題等が大きくなら

ないうち（早期）に、保護者への電

話連絡または面談により、事態が

悪化しないよう努めている。 

成績通知書に対する回答（確

認書）は、従前は葉書にて返送し

てもらっていたが、令和 3 年度

から、確認書は、Web での返送

（返信）に変更された。 

 

なお、令和 4 年度から成人年

齢が 18歳に引き下げられたが、

保護者等との連携体制は従前ど

おり行っていきたい。 

・入学時オリエンテーション

配付資料 

・学生カルテ 

・面接記録 

・教務日誌 

・学科会議議事録 

・業務報告書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 保護者（保証人）には、入学時にオリエンテーションを実施し、学校の教育方針、学

習内容を理解してもらい、その後学生の出席状況、成績、学習態度等に問題が生じ

た場合等には、速やかに連絡し、早期の解決、事態の打開が図れるようにしている

（ただし、令和 2年度～4年度はコロナ禍のため、中止を余儀なくされた）。 

 

 なお、臨床実習前に保護者説明会を実施し、より理解と支援を得られるよう工夫して

いる学科もある。 

成績通知書に対する回答（確認書）は、従前は葉書にて返送してもらっていた

が、令和 3年度から、確認書はWebでの返送（返信）に変更した。 

回答･返送の手続が簡素化され、かつ、本校に届く時間も短縮されるため、保護者

（保証人）にも本校にも利点がある。 

なお、成績通知書については、当面の間、郵送することを予定している。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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5-13 卒業生・社会人（7学科共通） 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

5-6-1 卒業生への支援体

制を整備しているか 

国家試験等不合格者への

対応、転職・再就職の支援

体制を整備する。 

同窓会と連携し卒業生を

支援する。 

国家試験不合格者支援策として、

聴講、模擬試験の実施のほか、一部

学科で、学習支援サイト（e-459）を

開設、運用している。 

また、直接、卒業生と個別面談等

にて指導、学業支援を行っている。 

 

毎年度、同窓会では、定期総会・研

修会等を開催している。 

 国家試験不合格者のうち、遠隔地

の出身者については、補講の受講が

できないため、e-459、スマコク、無

料アプリなどのネット環境を活用

している。 

 

 同窓会は、分野または学科単位の

同窓会構成になっているため、個別

に対応している。 

・教務日誌 

・同窓会会則 

・e-459 

・本校 HP 

・同窓会 HP 

 

5-6-2 産学連携による卒

業後の再教育プログラ

ムの開発・実施に取組ん

でいるか 

産学連携により卒業後の

教育に取組む。 

作業において、業界団体等と協議

会を設け、Web 形式で臨床実習指導

者講習会を実施した。 

 現時点では、積極的な取組みは人

的資源の点から一部の学科に留ま

っているため、中･長期的な展望と

して担当部署の取組みのルール化

を図りたい。 

・臨床実習指導者講習会の 

案内状 

5-6-3 社会人のニーズを

踏まえた教育環境を整

備しているか 

働きながら学べる環境の

整備を行う。 

大学卒業者等の既修科目

の認定を行う。 

社会人学生に対する経済

面での修学支援を行う。 

 夜間部学科を設けている。 

既修科目の認定は、学則に従い、

適切に対応している。 

教育訓練給付制度の対象機関とな

っているほか、学校独自の支援制度

もある。 

教育訓練給付制度の指定講座か

ら鍼灸 1 部が外れ、社会人入学者獲

得のマイナス要因となっている。 

 

今後、鍼灸マッサージ学科・柔道

整復学科 1部の再申請を行いたい。 

・本校パンフレット 

・本校 HP 

・学則、履修規程 

・教育訓練講座指定等通知

書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

国家試験不合格者への対応については、補講の受講、学習支援サイトを使用

するなど力を注いでいる。翌年度には、学業支援が実り既卒の合格者が出てい

る。社会人のニーズに応えるため、夜間学科（鍼灸 2 部、柔整 2 部、スポ医）

を設けており、経済面の支援も行っている。ただし、スポ医は令和 4 年度から、

鍼灸 2部と柔整 2部は、令和 5年度以降の募集を停止した。 

教育訓練給付制度の指定講座として、現在、鍼マ、柔整 1 部が認定を受けてい

る。鍼 1 部は、退学率等の要件を満たせず、指定を受けられない。 

理学、作業及び看護は 4 年制であるため、またスポ医は業務独占資格の養成を

行っていないため、制度の対象外である。 

指定講座の適用条件の緩和により、鍼マ、柔整 1 部の再申請が可能となった。 
 

最終更新日付 令和 5年 6月 4日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準６ 教育環境 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【施設・設備等】 関係法令において必置と定められた施設･設備･教育機器のほ

か、教育上必要な施設･設備･教育機器等も整備している。 

施設･設備･教育機器等の具備状況については、その都度確認している。 

 

経年劣化した機器等については、教育活動に支障がないよう、年次整備計画

を立て、順次入替えや修理を行っている。 

また、学生の教育環境の充実のため、令和 2年度には、Wi-Fi 環境を整備し、

令和 3年度も運用を継続した。 

令和 3年度には、看護学科新入生から電子テキストの導入を行った。 

令和 4 年度には、学務システムを導入し、本格稼働し、令和 5 年度新入生向

けに、デジタル学生証システムの構築を行い、また、本校ホームページのリニュ

ーアルを行った。 

また、不定期ではあるが、主に 3～4年程度のサイクルで、四国厚生支局また

は香川県（健康福祉部医務国保課）による養成施設･養成所としての指導調査を

受けている。 
 
【学外実習・インターンシップ等】 関係法令、学則及び学校関係諸規程に則り、

外部実習を行っている。 

理学、作業、看護及びスポ医では医療機関、介護施設またはスポーツ施設等に

おいて長期の実習が行われており、インターンシップ制度に類した教育支援が

できている。 

一方、鍼マ･鍼灸及び柔整では、それまで認められていなかった外部実習が法

令改正に伴い、平成 30年度より可能となった。 

令和元年度に初めて施術所･スポーツ施設等で外部実習を実施したものの、令

和 2年度及び 3 年度はコロナ禍により、全ての実習を学校附属の鍼灸治療院･接

骨院で行った。 

また、令和 3 年度には、外部実習施設の指導者を本校に招き直接指導しても

らう等の対応を行い、令和 4 年度も同様に実施した。 

なお、令和 2年 10 月に、学校の設置者である学校法人が診療所を開設したこ

とから、近い将来、当該診療所で臨床（臨地）実習等が実施可能と思われる。 

 約 15,000㎡という広大な敷地の中に作られた教育環境で医療の専門性を高め

るだけでなく、感性やセンスを磨き、心豊かなキャンパスライフを過ごせるよ

う配慮している。 
 
設置施設棟 

 本 館/ 図書館、視聴覚教室、附属鍼灸治療院･附属接骨院、法人本部 

 1号館/柔道整復学科（普通教室･実習室）、柔道場 

 2号館/鍼灸マッサージ学科･鍼灸学科（普通教室、実習室）、 

       スポーツ医療学科（普通教室、トレーニング室） 

 3号館/理学療法学科、作業療法学科（普通教室、実習室等）、講堂 

 5号館/看護学科（普通教室、実習室） 

学生ホール/福利厚生施設（食堂、購買部） 

 健民センター/多目的施設 

 駐車場、駐輪場、学生寮 3 棟 

 

附属機関等 

 学校附属鍼灸治療院･附属接骨院、大麻学園附属桃陵クリニック 

 

提携校【2012(平成 24)年 4月 18 日姉妹校提携 締結】 

 鍼･統合医療専門職大学院（AIMC）バークレー校（米国・加州） 
 
アクセス 

 JR 宇多津駅より徒歩約 7 分 

通学用駐車場 

 無 料:  96台（学生寮土器横駐車場/13台、 

丸亀市土器町東九丁目（県立丸亀病院横）駐車場/83台） 

 有 料: 124台（ＪＲ四国ステーション開発(株)より借用） 

※令和 3 年度のみ 健民センター(別館) 通学用無料駐車場：20台 
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大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【防災・安全管理】学校事務局を主管として、複数の防災活動を行っている。 

令和 4 年度は、11 月上旬に香川県シェイクアウト（県民いっせい地震防災行動

訓練）に参画したほか、同月下旬に避難訓練･消火訓練も実施した（鍼マ･鍼灸、

理学及び作業の学生･教職員対象）。 

 

また、令和 5年 2月下旬に避難訓練･消火訓練も実施した（柔整及び看護の学

生･教職員対象）。 

 

その他、令和 2 年度の実績にはなるが、教職員参加による「避難所運営ゲー

ム」を開催し、災害時の緊急対応について学ぶとともに危機意識の醸成を図っ

た。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 31日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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6-1 施設・設備等 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-1-1 教育上の必要性に

十分対応した施設・設

備・教育用具等を整備し

ているか 

関係法令に定められた施設・

設備・教育機器等を整備する。 

 

その他教育上の必要性な施

設・設備・教育機器等を整備す

る。 

施設･設備･教育機器等の具備

状況については、毎年確認して

いる。 

 

経年劣化した機器等について

は、教育活動に支障がないよう、

年次整備計画を立て、順次入替

えや修理を行っている。 

 

随時、不具合箇所の点検・修繕

を行っている。 

機器等の数量、不具合の有無

等を定期的に確認する体制が構

築されていないため、早急な対

応が求められる。 

 

また、経年劣化した機器等に

ついて、即時に全てを更改する

などは現実的ではないため、修

理を含め、教育活動に支障がな

いよう対応しているが、年次整

備計画を立て、再整備を図って

いきたい。 

 

・校舎配置図 

・備品管理台帳 

・学生による授業評価 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

関係法令において必置と定められた施設・設備・教育機器のほか、教育上必要

な施設･設備･教育機器等も整備している。 

 

なお、経年劣化した機器等については順次入替え･修理を行っているものの、

即時にその全てを更改できるものではないため、教育活動に支障がないよう、

年次計画を立てて整備するなど最善の対応を図る必要がある。 

各資格の学校養成施設指定（認定）規則及び各資格の養成施設指導ガイドライ

ン等に具備すべき機械器具等について、機器等の品名、数量等が規定されている。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 31日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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6-2 学外実習、インターンシップ等 
 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-2-1 学外実習、インタ

ーンシップ、海外研修等

の実施体制を整備して

いるか 

関係法令、学則及び学校関係

規程に則り学外実習を行う。 

 

理学、作業、看護及びスポ

医では、医療機関、介護施設

またはスポーツ施設等におい

て長期の実習が行われてい

る。 

鍼マ･鍼灸及び柔整では、

コロナ禍により、令和 4年度

も前年度に引き続き外部実習

が十分に行えなかった（学校

附属鍼灸治療院･接骨院で臨

床実習を実施した）。 

近年、学習内容の高度化･多様化

に伴い、例えば地域包括ケアシステ

ムで活躍できるような施設を確保

する必要があり、新たな実習施設の

開拓が求められる。 

 

従前、看護にて実施していた海外

研修は、欧州の治安悪化やコロナ禍

により中断しているが、他学科を含

めグローバル化に備えた海外研修

の実施や再開を検討していきたい。 

・学生便覧 

・学外臨床（臨地）実習施設

の実習受入に係る承諾書

等 

・学外臨床（臨地）実習の 

手引き 

・教務日誌 

・臨床（臨地）実習指導者 

会議議事録 

・臨床（臨地）実習評価表 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

関係法令、学則及び学校関係諸規程に則り、外部実習を行っている。 

理学、作業、看護及びスポ医では、医療機関、介護施設またはスポーツ施設

等において長期の実習が行われており、インターンシップ制度に類した教育支

援ができている。 

 

一方、鍼マ･鍼灸及び柔整では、それまで認められていなかった外部実習が

法令改正に伴い、平成 30年度より可能となった。そして、令和元年度に初め

て施術所やスポーツ施設等で外部実習を実施したものの、令和 2年度及び 3 年

度はコロナ禍により、全ての実習を学校附属鍼灸治療院･接骨院で行った。 

ただし、令和 3.・4年度は、外部実習施設の指導者を本校に招き直接指導し

てもらう等実習内容を維持する取組みを行った。 

なお、令和 2年 10 月に、学校の設置者である学校法人が、「大麻学園附属桃

陵クリニック」を開設したことから、当該診療所で臨床（臨地）実習等ができ

る準備を進めている。 

あはき師及び柔整師の養成に際し、改正前の養成施設指導要領及びガイドラ

インには、「養成施設以外での実習が行われていないこと」との規定があり、学

校における附属の臨床実習施設（附属鍼灸治療院、附属接骨院）での実習に限

定されていた。 

しかしながら、法令改正により、平成 30年度以降は養成施設以外での実習が

可能となった。なお、インターンシップについて、企業や医療機関等から案内

があれば、学生に周知している。 

学外実習については、各学科に実習調整者を配置し対応している。 

看護学科の臨地実習は、専任教員の他、教務助手 6～7 人程度を配置し、香川

県内の実習施設において、引率実習で対応している。 

理学療法学科・作業療法学科の臨床実習は、個別のため他県にわたってお

り、巡回実習で対応している。 

鍼マ･鍼灸及び柔整の臨床実習は、主に附属鍼灸治療院・附属接骨院で対応し

ている。 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学務部長 青木みゆき 
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6-3 防災・安全管理 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

6-3-1 防災に対する組織

体制を整備し、適切に運

用しているか 

危機管理に係る委員会を設

け、下記の防災活動を行う。 

1.具体的な活動として消防署へ

の防災計画書の提出、避難

訓練（火災と地震）の実施 

2.各種法令に基づき、消防機器

を定期的に点検 

3.教職員の連絡網整備 

 

 令和 4 年度は香川県シェイクア

ウト（県民いっせい地震防災行動

訓練）に参画し、学校独自で実施

している避難訓練･消火訓練も

行った。 

また、緊急時の連絡等のため、

教職員及び学生を対象としたメ

ーリングサービスの運用を行っ

た。 

その他、消防機器の点検も法

令に基づき、定期的に実施して

いる。 

防災･学校安全については、こ

れだけ実施しておけば大丈夫と

いうものはないため、消防･警察

と連携し不断の努力を続けた

い。 

 

・防災計画書、消防計画 

・防災に係る組織図、役割・ 

目標 

・避難訓練実施要項 

・教務日誌 

・学校運営会議・教員会議議 

事録等 

・本校 HP 

 

 

6-3-2 学内における安全

管理体制を整備し、適切

に運用しているか  

危機管理に係る委員会を設

け、学生・職員の安全を管理す

る。 

 

万一の事故に備え、保険等に

加入する。 

平成 30年度から令和 3年度に

かけ、各校舎への防犯カメラの

設置、坂出警察署協力のもと「オ

トナ女子のための防犯教室」の

開催、教職員参加による「避難所

運営ゲーム」を開催した。 

 

なお、火災、地震等万一の時に

備え、損害保険に加入している。 

看護では、災害看護に関する

授業を開講し、非常時に対応で

きる看護教育を行っている。 

・組織図 

・学校保健安全法 

・各種会議議事録 

・本校 HP 

・保険パンフレット、契約書 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校運営会議・学校事務局の所掌にて、複数の防災活動を行っている（香川県

シェイクアウト（県民いっせい地震防災行動訓練）への参画、避難訓練･消火訓

練の実施等）。 

令和 2 年 5 月、宇多津町と「災害時における指定緊急避難場所としての使用に

関する協定」を締結し、防災に関し地域との連携も図っている。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準７ 学生の募集と受入れ 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【学生募集活動】HP や SNS を利用し積極的に情報公開及び学生募集活動ができて

いる。具体的には、前者は各学科の授業計画書（シラバス）、自己点検･評価報告書、

学校関係者評価報告書、職業実践専門課程認定や高等教育の修学支援新制度に係る関

係書類、財務諸表等の公開であり、後者は、OC、高校への出前講座、高校生向けガイ

ダンス、高校教諭を対象とした説明会等の開催である。 

令和 4 年度もコロナ禍の状況下であったが、対象者の安全を確保しながら概ね実施

できた。また、OC においては、参加者への交通費補助を通年で実施、10 月～12 月の

間、参加促進を目的として、交通費補助を増額、遠隔地等対象エリアを拡大して来校

しやすい環境を設定した。 

しかしながら、高校訪問は感染症予防の観点より、県外の高等学校に対しては十分

に実施できなかったが、感染対策の状況を確認しながら訪問を行った。       

香川県等からの感染対策が講じられる状況に合わせた対応は、概ね実施できた。 

鍼灸 2 部、柔整 2 部の募集停止の啓発及び HP や媒体等の修正は行っているもの

の、問合わせがあり説明を行った。 
 
【入試改革】令和 3 年度に、入試区分の入学試験名称変更の検討を行い、令和 4 年度

から、次の新入試区分入学試験を実施した。 

〔① 大学生・社会人特別選抜入試 ⇒ 大学生・社会人エントリ―特別選抜、 

  ②ＡＯ入試 ⇒ 総合型選抜、③学校推薦型選抜・学校推薦型選抜（指定校） ⇒ 

指定校推薦入試、④大学生・社会人入試、一般入試は、変更なし〕 
 
【入学選考】入学者の選考にあたり、成績の上位者より合格としている。 

合否判定については、規程に則り各々の会議を経て公明正大に選抜している。県外

の志願者向けにオンライン入試を継続して実施したが、受験を希望する者はいなかっ

た。しかし、受験者の安全、安心を確保、また遠隔地からの受験者に対しては負担を

軽減する上では、必要と考えられ、引続き実施を計画する。 
 
【学納金】入学金、授業料及び実習費は、学校法人の教育活動収支状況や同種の専修

学校の設定額に鑑み、適切に定めており、令和 6 年度生からの入学金は、、全学科統

一、各学科納付金（授業料、一部学科の実習費）の改定を行った。また、教材費等の

諸経費は、当年度の当該勘定科目の予算額に対応した金額を算出した。 

18 歳人口の減少、大学進学希望者の増加、業界や景気の動向等により、

医療分野の専修学校への入学希望者自体が減少している。 

 

加えて、本校の場合、理学、作業及び看護については 4 年制であること

から、3 年制の専修学校との競争も余儀なくされており、対大学、対 3 年

制専修学校とそれぞれに対策を講じなければならない環境下にある。 

 

令和 4 年度入試の出願者数、令和 5 年度生入学者数は、それぞれ 209 名

（前年度 224 名、柔整 2 部・鍼灸 2 部を除き 206 名）、161 名（前年度 187

名、柔整 2 部・鍼灸 2 部を除き 170 名）と出願者数、入学者数ともに減少

である。 

 

これは、受験生が競合校との比較をした結果と推察され、本校の魅力を

伝える更なる工夫と努力、広域に広げての募集活動が必要と考える。 

 

今回、入学定員充足率が 100％で、学科入学定員を満たしたのは、理学

療法学科のみである。 

鍼灸マッサージ学科は、創設以来、募集入学定員を下回った（30 名定

員：入学者 24 名、入学定員充足率 80％）のは、初めてで深刻な事態であ

る。 

 

なお、令和 5 年度は、COVID‑19 の 5 類への変更により、生活環境の

変化も予測されるが、引続き、Web を利用した啓発活動を実施、新しい生

活スタイルを確認しつつ、これまでとは異なった学生募集活動が求められ

る。 

 

令和 2 年度のスポ医に続き、令和 3 年度には、鍼灸 2 部及び柔整 2 部

の募集停止決定となっており、社会的にはマイナスイメージとなってお

り、新学科設置など、対象者に魅力を感じさせられる体制を整えることが

急務となっている。 

  
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 入試・広報部長 山川 公彦 
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7-1 学生募集活動 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-1-1 高等学校等接続す

る教育機関に対する情

報提供に取組んでいる

か 

ホームページや SNSを利用し

積極的に情報公開を行う。 

 

オープンキャンパス、高校へ

の出前講座、高校生向けガイダ

ンス、高校教諭を対象とした説

明会を開催し、本校卒業後を見

据えた広報活動を行う。 

HP や SNS を利用し情報発信

を行った。 

 

ガイダンス、進学相談会等に

ついては、参加機会を増やして

おり、沖縄県等の遠隔地へのア

プローチを含め、高校との連携

を図った。 

更に対象エリアの拡大を図る

ため、情報提供のあり方を再検

討する必要がある。また、学校ブ

ランディングでは、OC 研修、高

校訪問の戦略立案等の研修を実

施し、内容をさらに業務へ活か

していく必要がある。 

・本校 HP 

・学校案内パンフレット 

・高校教諭説明会参加者実績 

・教務日誌 

・ブランディングに係る資料 

7-1-2 学生募集活動を適

切かつ効果的に行って

いるか 

3月に学校案内･募集要項を作

成し、最新の情報を提供すると

ともに、ホームページ、SNS 等

を積極的に利用する。 

高等学校の教育課程を考慮

し、9月以降に入学試験を開始す

る。 

 

日曜、平日の夜間等にオープ

ンキャンパスを開催し、PR す

る。また移動が困難な対象者向

けに WebＯＣを実施する。 

OC 参加者に対する交通費補

助を通年で行ない、後期からは

エリアの拡大や増額を実施し

た。 

Web 広告、オンライン看板に

より、幅広い層に啓発した。 

高校生対象の入学試験は、9月

の総合型選抜から開始してい

る。  

Web 出願は、併用で実施して

いるが、令和 6 年度より全面

Web 出願移行にむけて準備をし

ている。 

学校ブランディングを実施

し、学生募集活動に活用してい

るが、対象者に合わせたブラッ

シュアップは、継続的に必要で

ある。 

令和 5 年度生用学校案内とホ

ームページの連動を目的にリニ

ューアルの準備ができた。 

引き続き、対象者が必要な情

報を取得できるように適宜修

正、検討が必要と考える。 

・学校案内パンフレット 

・募集要項 

・交通費一部支給印刷物及び

交通費一部支給対象 OC 参

加者前年比較 

・年度別・学科別ＯＣ参加者数

の推移比較表 

・年度別・学科別ＯＣ参加者と

志願者数、入学者の推移比較

表 

・令和 4年度の入学者数の部門

目標・学校目標の設定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

HP や SNS を利用した積極的な情報公開、学生募集活動は概ね実施した。 

広報・学生募集については、オープンキャンパスへの参加、高校訪問の強化・

拡充、進学相談会の参加拡大、対象エリアの拡大など、対象者への関わり方、志

願者及び入学者の増加に向けて、検討、改善を行いたい。 

鍼灸 2 部及び柔整 2 部が募集停止となり、社会的にマイナスイメージとなっ

ており、対象者に魅力を感じさせられる体制が必要と考えられる。 

令和 3 年度より Web 出願を併用し、46 件の出願があった。 

利用者数も増加傾向にあることから、令和 6 年度の、Web 出願への全面移行に向

け準備を進めている。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 入試・広報部長 山川 公彦 
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7-2 入学者選考 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-2-1 入学選考基準を明

確化し、適切に運用して

いるか 

入試成績の上位者より合格と

する。 

 

合否判定については、規程に

則り、各々の会議を経て公明正

大に選抜する。 

 

入試の成績開示に関しては、

翌年度当初に希望者に対しての

み開示する。 

令和 4 年度において、方針･目

標どおりに実施した。 

OC では、学科試験や面接、小

論文等の配点等を提示･説明し

た。 

 

入試運営において、一部に不

適切な運用（面接試験における

不適切質問）があったため、運用

方法の改善及び更なる徹底をし

たい。 

・本校 HP 

・募集要項 

・入学試験成績一覧 

・入試判定会議議事録（入試委

員会、学校運営会議等） 

7-2-2 入学選考に関する

実績を把握し、授業改善

等に活用しているか 

学校、各学科で、アドミッショ

ンポリシーを設定し、早期入学

決定者には、入学前教育、入学後

には、全員を対象に初年次教育

を実施する。 

入試区分毎の入学者は、入試

毎に管理されており、令和 4 年

度は、方針･目標のとおり実施し

た。 

入学前教育は、学科独自の考

え方に基づき実施されている

が、職業教育の観点より、実施内

容に関しては、引き続き検討が

必要である。 

・入学試験一覧 

・在校生の成績に関する資料 

・入学前教育実施案内文書 

・年度別・試験区分別・学科別

入学者数の推移比較表 

・年度別・学科別高校生・社会

人入学者数の推移比較表 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学者の選考にあたり、上位者より合格としている。 

合否判定については、規程に則り、各々の会議を経て公明正大に選抜してい

る。 

OC では、学科試験や面接、小論文等の配点等を提示・説明した。 

入試運営において、一部に不適切な運用（面接試験における不適切質問）があ

ったため、運用方法の改善及び更なる徹底を図りたい。 

特になし。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 入試・広報部長 山川 公彦 
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7-3 学納金 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

7-3-1 経費内容に対応

し、学納金を算定してい

るか 

法人の教育活動収支状況や同

種の専修学校の設定額に鑑み、

適切に定める。 

なお、教材費等諸経費ついて

は実費または数年の実績・活動

計画から算定する。 

 

学生数の減少に伴い、学生生

徒等納付金収入の減少傾向が続

いている状況ではあるが、積極

的に支出経費の節減にも努めて

いる。 

これまで経費節減に努めてき

たが、これ以上の経費節減は、教

育活動及び管理運営に支障をき

たす状況となっている。 

これまで学生生徒等納付金の

改定については、慎重に対応し

てきており、他の経費節減で対

応してきた。 

学生生徒等納付金収入の減少

のため、近年の社会情勢や教育

環境の変化に鑑み、2015（平成

27）年の改定以来(学科により変

動有)、9年ぶりに、2024（令和

6）年度生より学生生徒等納付金

の改定を行うこととなった。 

教材費等の諸経費は、各学科

の当該年度の在籍学生数に対応

した金額を算定した。 

また、九州保健福祉大学の大

学併修（通信教育）の学費につい

て、学校法人順正学園・九州保健

福祉大学と協議・交渉の結果、令

和 5 年度入学生から、授業料に

ついて、1 年間 2 万円、4 年間合

計で 8 万円の免除減額となり、

令和 5 年 1 月 27 日に、「教育連

携内容の申し合わせ」連携協定

を締結した。併せて、令和 5 年

度から、スクーリング施設使用

料の徴収の了解を得た。 

 

令和 6 年度生以降の対象者に

は、学生生徒等納付金が改定さ

れているため、丁寧な説明が必

要である。 

 

また、物価上昇への対応、教育環

境等の改善・向上に務めていく。 

・本校 HP 

・学則、募集要項 

・事業活動収支計算書 

・教材費等個人別内訳 

・入学金･授業料等の変遷 

・学生生徒等納付金調査（東専

各） 

・学生生徒等納付金改定試算比

較資料（数年度） 

・入学定員と学生生徒等納付金

改定比較資料(数年度) 
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7-3-2 入学辞退者に対

し、授業料等について、

適正な取扱いを行って

いるか 

本校は授業料等について、入

学後に請求し、納付を求めてい

る。 

前期納付分は 4 月末、後期分

は 10 月末までに納入するよう

期限を定めている。 

 

なお、入学辞退に伴う入学金

の返還は行っていない。 

令和 6 年度入学辞退者等の授業

料等の適正な取扱い等につい

て、規程の改正を含めて対応を

検討している。 

 

・学則、募集要項 

・授業料等納付金について(ご

案内) 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学金、授業料及び実習費は、法人の教育活動収支状況や同種の専修学校の設

定額に鑑み、適切に定めているが、令和 6 年度生からの入学金は、全学科統一、

学生生徒等納付金の改定を行っている。 

また、対象者に対しては、丁寧な説明が必要である。 

また、教材費等の諸経費は、当年度の当該勘定科目の予算額に対応した金額を

算出している。 

特になし。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 

入試・広報部長 山川 公彦 
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基準８ 財務 
大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【財務基盤】 

現状では、財務基盤は安定しているが、引続き、今後の環境を見据えた学生募

集及び退学者の減少に取組むとともに、付随事業・収益事業を含め、学校及び法

人の運営を考えていく必要がある。 

 

【予算・収支計画】 

政府からの国立大学法人への運営費交付金、私立大学等学校法人への私立大学

等経常費補助金、公立大学等への補助金など、国立、県立との大きな格差、私立

大学等とは、政府等からの補助金の格差が大きいのが実情である。 

1 条校とは違い、香川県からの「香川県看護師等養成所運営費補助金」及び「香

川県私立専修学校各種学校職業教育振興費補助金」の交付は、1 千万円未満であ

る。 

そのため、どうしても学生生徒等納付金の依存割合が高くならざるを得ない。 

各学科、各部署は、工夫しながら予算を組み立てている。 

これまで経費節減に努めてきたが、これ以上の経費節減は、教育活動及び管理

運営に支障をきたす状況となっている。 

学生在籍者数の減少により中期計画を見据えた予算編成が難しくなっている。 

 

中期計画の見直し、医療事業の収支改善や遊休資産の取り扱いなど検討・改善

を要する。予算執行については、個別査定を行うことで適正な執行管理を行って

いるが、中期計画･学校目標を部署責任者がしっかりと理解し、各部署の計画をた

てる必要がある。 
 
【監査】 

私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施しているが、法人の業務

監査に充てる時間を十分に確保することでより適正な運営を図る必要がある。 

そのためには、内部監査体制の構築と内部監査の実施は時間的に猶予のないと

ころまできている。 
 
【財務情報の公開】 

財務諸表、職業実践専門課程及び高等教育の修学支援新制度に必要な情報を本

校 HPに公開し一般のステークホルダーにも理解しやすいよう改善を図っている。 

現状での財務基盤は安定しているが、学生生徒等納付金は年々減少傾向に、人

件費比率は上昇傾向にあり、収支の状況は拮抗しつつある。 

 

学生生徒等納付金比率の高い本校としては、18 歳人口の減少や大学志向の高

まり、医療分野希望者数の増減は、引き続き経営上の最大の脅威となっている。 

 

学生募集・退学者減への取り組みと並行し、中期計画の見直しや付随事業・収

益事業を含めた学校・学園運営の改善が、今後の財務基盤の継続的安定には欠か

せないと思われる。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 7日 記載責任者 学園事務局 経理課長 篠原 昭 
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8-1 財務基盤 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-1-1 学校及び法人運営

の中長期的な財務基盤

は安定しているか 

中長期的な学校の財務基盤の

安定を第一に考え、毎年の事業

計画を立てる。 

中期的にも安定させるため

に、入学者の定員確保と退学者

数の減少に努める。 

左欄の考え方･方針等のとお

り運用されている。 

入学者数と退学者数はいずれ

も目標値を下回る結果である。 

 

これまで経費節減に努めてき

たが、これ以上の経費節減は、教

育活動及び管理運営に支障をき

たす状況となっている。 

 

これまで学生生徒等納付金の

改定については、慎重に対応し

てきており、他の経費節減で対

応してきた。 

 

学生生徒等納付金収入の減少

のため、近年の社会情勢や教育

環境の変化に鑑み、2015（平成

27）年の改定以来(学科により変

動有)、9年ぶりに、2024（令和

6）年度生より学生生徒等納付金

の改定を行うこととなった。 

 入学者増･退学者減について

は、学校における最重要課題の

ひとつと捉え、全校一体となっ

て取組むべき課題であり、人的

資源と経費も投入せざるを得な

い。 

・財務諸表 

・本校 HP、募集要項 

・学則 
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8-1-2 学校及び法人運営

にかかる主要な財務数

値に関する財務分析を

行っているか 

主要な財務数値に関する情報

とその推移を正確に把握する。 

各学科においては、部門別の

収支状況を算出し、損益分岐点

など数値的に算出し、現況を共

有している。 

 

中期経営計画に記載されてい

る目標となる財務指標と比較し

ての共有を行っている。 

 部門別の収支状況をみる際

に、管理部門の経費等は一定の

法則を定め、配賦することが必

要である。 

 

また、付随事業・収益事業を含

めて、学校及び法人の状況を分

析しなければならない。 

・財務諸表 

・各種分析資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現状では、財務基盤は安定しているが、引続き今後の教育環境を見据えた学生

募集及び退学者の減少に取組むとともに、付随事業・収益事業を含め、学校及

び法人の運営を考えていく必要がある。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 7日 記載責任者 学園事務局 経理課長 篠原 昭 
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8-2 予算・収支計画 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-2-1 教育目標との整合

性を図り、単年度予算、

中期計画を策定してい

るか 

教育活動収入の範囲で教育計

画を立て、次年度予算を策定す

る。 

 学生在籍者数の減少により中

期計画及び左欄の考え方に基づ

く予算編成が難しくなってい

る。 

 

節減可能な経費の圧縮や施

設・設備関係支出を次年度で必

要不可欠な案件に絞る等により

予算編成を行っている。 

学生生徒納付金の依存率が高

く、在籍者数の減少が収支悪化

に直結しやすい。 

中期計画の見直し、医療事業

の収支改善や遊休資産の取り扱

いなど検討・改善を要する。 

・事業計画案、予算案 

（法人全体、学科･部署毎） 

8-2-2 予算及び計画に基

づき、適正に執行管理を

行っているか 

事業計画に挙がった事業につ

いて、当該年度に再度稟申し、個

別査定を行うことで適正な執行

管理を行う。 

左欄の考え方・方針等に基づ

き、概ね運用された。 

削減に取組むべき経費及び教

材料の執行については、定期的

に執行状況を伝達し、状況把握

に努めた。 

中期計画･学校目標を部署責

任者がしっかりと理解し、各部

署の計画をたてる必要がある。 

・事業計画案・予算案 

（法人全体、学科・部署毎） 

・稟議書 

・部門別決算書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

香川県からの「香川県看護師等養成所運営費補助金」及び「香川県私立専修学

校各種学校職業教育振興費補助金」の交付はあるが、1 千万円未満のため、どう

しても学生生徒等納付金の依存割合が高くならざるを得ないため、学生在籍者

数の減少により中期計画を見据えた予算編成が難しくなっている。 

 

中期計画の見直し、医療事業の収支改善や遊休資産の取り扱いなど検討・改

善を要する。 

予算執行については、個別査定を行うことで適正な執行管理を行っているが、

中期計画･学校目標を部署責任者がしっかりと理解し、各部署の計画をたてる必

要がある。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 7日 記載責任者 学園事務局 経理課長 篠原 昭 
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8-3 監査 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-3-1 私立学校法及び寄

附行為に基づき、適切に

監査を実施しているか 

関係法令及び寄附行為に従い

適切に実施する。 

左欄の考え方・方針等に基づ

き、運用された。 

業務監査に充てる時間を十分

に確保すべく、監事による監査

に加え、内部監査体制の構築を

行い、内部監査を実施する時機

に来ている。 

・監査報告書 

・私立学校法 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

私立学校法及び寄附行為に基づき、適切に監査を実施しているが、法人の業

務監査に充てる時間を十分に確保することでより適正な運営を図る必要があ

る。 

そのためには、内部監査体制の構築と内部監査の実施は時間的に猶予のない

ところまできている。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 7日 記載責任者 学園事務局 経理課長 篠原 昭 
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8-4 財務情報の公開 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

8-4-1 私立学校法に基づ

く財務情報公開体制を

整備し、適切に運用して

いるか 

財務状況、自己点検評価及び

学校関係者評価結果、当該学科

の基本情報等を本校ホームペー

ジに公開する。 

 

高等教育の教育費負担軽減の

修学支援新制度の認定に必要な

情報を本校ホームページに公開

する。 

方針、目標のとおり、運用され

た。 

 

財務の概要を示す公開資料に

コメントを付記し、グラフを用

いることで、一般のステークホ

ルダーにも理解しやすいように

改善に努めた。 

 さらに一般ステークホルダー

の理解を促す資料とできるよう

改善を図る。 

・本校 HP 

・財務諸表（貸借対照表、事業

活動収支計算書、資金収支計

算書） 

・自己点検･評価及び学校関係

者評価結果 

・職業実践専門課程関係書類 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務諸表、職業実践専門課程及び高等教育の修学支援新制度に必要な情報を

本校 HP に公開し、一般のステークホルダーにも理解しやすいよう改善を図っ

ている。 

 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 7日 記載責任者 学園事務局 経理課長 篠原 昭 
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 基準９ 法令等の遵守 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【関係法令、設置基準等の遵守】 専修学校関係の法令及び養成施設･養成所関

係の法令に従い、適正に学校運営を行った。 

同時に、承認申請、届出、報告等についても、遅滞なくその手続を行った。 

引続き、関係法令を遵守しながら、職員就業規則等法人の規程等に関しても

遵守し、より良い組織運営を図っていきたい。 
 
【個人情報保護】 従前から規定されている法人の個人情報取扱規程に加え、令

和元年度には、学校としても個人情報保護規程を整備した。 

個人情報等漏洩防止のため、パソコン等使用規程により、無許可での可搬記

録媒体へのコピーを禁じている（手続を踏めば持出しは可能）が、安易に当該教

職員の個人所有のパソコンに E メールを利用してデータを送信する事例が散見

する。 
 
【学校評価】 自己点検･評価の実施に関する規程を設け、それに基づき、自己点

検･評価ができている。 

現状、PDCA サイクルが十分に機能し改善に繋がるように対応していく必要

がある。 

 

教職員の意識及び行動を変えることを優先して取組む必要がある。 

学校関係者評価の実施に関する規程を設け、それに基づき、学校関係者評価

委員会を開催した。 

ただし、委員からは、学校運営･教育活動に関する質問が多いため、意見や提

言を求め、より良い学校運営･教育活動が行えるよう改善が求められる。 
 
【情報公開】 HP で、学校･学科紹介、OC･入学試験情報、学生生活支援情報、

トピックス･ニュースの投稿等を行っている。 

 

また、「情報公開」のページに掲載されているものとして、授業計画書（シラ

バス）、職業実践専門課程及び高等教育の修学支援新制度に係る関係書類、自己

点検・評価報告書、学校関係者報告書、財務情報等がある。 

SNS を活用した情報発信を行っている。 

本校及び本校各学科の運営に係る主な法令等は、以下のとおりである。 
 
【学校･法人関係】 

 ・教育基本法 

・学校教育法、学校教育法施行規則 

・私立学校法 

・専修学校設置基準 

・学校法人会計基準 

・学校保健安全法 

・労働基準法、労働安全衛生法、労働施策総合推進法、育児・介護休業法 

・男女雇用機会均等法、職場におけるハラスメント関係指針 

・個人情報保護法、 他 
 

【養成施設･養成所関係】 

 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 

 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校養成施設認定規則 

 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設指導要領 

 ・はり師及びきゅう師養成施設指導ガイドライン 

 ・柔道整復師法 

 ・柔道整復師学校養成施設指定規則 

 ・柔道整復師養成施設指導ガイドライン 

 ・理学療法士及び作業療法士法 

 ・理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 

 ・理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン 

 ・保健師助産師看護師法 

 ・保健師助産師看護師学校養成施設指定規則 

 ・保健師助産師看護師養成所の運営に関する指導ガイドライン 

 ・香川県看護師等養成所の指定申請等に関する指導要領 他 
 

最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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9-1 関係法令、設置基準等の遵守 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-1-1 法令や専修学校設

置基準等を遵守し、適正

な学校運営を行ってい

るか 

法令や専修学校設置基準等を

遵守し、適正な学校運営を行う。 

 令和 4 年度について、左欄の

考え方･方針等のとおり、学校運

営及び各学科の運営を行った。 

 同時に、承認申請、届出、報告

等についても、遅滞なくその手

続を行うことができた。 

 

承認申請事項として、鍼マ・鍼

灸、柔整、理学･作業及び看護の

実習施設の変更を行っている。 

学則の変更があり、遅滞なく申

請を行い、承認を得ている。 

引続き、専修学校関係法令及

び養成施設･養成所関係の法令

に従い、学校運営を行う。 

 

また、より良い組織運営のた

め、職員就業規則等法人の規程

等に関しても遵守するよう求め

ていきたい。 

 

他方、法人の規程等について、

整備が必要である。 

・専修学校設置基準 

・各資格に係る学校養成施設

指定規則等 

・承認申請書、届出等の控 

・職員就業規則等 

 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

令和 4 年度において、専修学校関係法令及び養成施設・養成所関係の法令に

従い、適正に学校運営を行った。 

同時に、承認申請、届出、報告等についても、遅滞なくその手続を行うことが

できた。 

引続き、関係法令を遵守しながら、職員就業規則等法人の規程等に関しても

遵守し、より良い組織運営を図っていきたい。 

 本校の場合、専修学校としての法令（専修学校設置基準）と、養成施設･養成

所として資格毎に法令があり、それぞれの法令に適った運営が必要となる。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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9-2 個人情報保護 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 
イ 現状・具体的な取組

等 
ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-2-1 学校が保有する個

人情報保護に関する対

策を実施しているか 

個人情報取扱規程を整備し、

学校が保有する個人情報保護に

関する対策を実施する。 

 

具体的には、 

1.シュレッダーを設置し、紙ベ

ースの機密情報を処理する。 

2.成績管理など、重要な電子デ

ータはパスワードを設定する。 

3.教員が使用するパソコンには

パスワードの設定を義務付け、

第三者への漏洩を防ぐ。 

4.システムに関する専門部署が

情報セキュリティーの管理に

当たる。 

従前から規定されてい

る法人の個人情報取扱規

程に加え、令和元年度に学

校としても個人情報保護

規程を整備し、かつ、総務

運営委員会を設置し、左欄

の方針･目標等の実現に向

け体制等を整えた。 

その後、学校運営会議及

び学校事務局が対応する

こととした。 

なお、個人情報等漏洩防

止のため、パソコン等使用

規程により、許可を求めて

対応している。 

可搬記録媒体の持出し許可を得る

手続を省き、E メールを利用して個人

所有のパソコンにデータを送信する

ことについては、追跡調査により個人

やデータ名は特定できるものの、未然

に防止することは困難である。 

 

そのため、情報漏洩のリスクについ

て根気よく説明、またその許可を得れ

ば持出し可能となることを説明し、理

解を求めている。 

 

なお、学籍簿、学生の出欠･成績等

について、令和 4 年度からは、学務シ

ステム（info Clipper）が本格導入さ

れ、業務の効率化が図られるととも

に、閲覧権限を強化し、パスワードを

設定しており、個人情報漏洩のリスク

が軽減された。 

・個人情報取扱規程（法人） 

・パソコン使用規程 

・データ持出承認申請書 

・学則 

・個人情報保護規程（学校） 

・臨床実習・臨地実習のオリエ

ンテーション資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

従前から規定されている法人の個人情報取扱規程に加え、令和元年度より、

学校としても個人情報保護規程を整備し、かつ、学校運営会議の所掌とし、体

制等を整えた。 

 

ただ、いくら体制等を整備しても、実際の運用は教職員が行うため、個人情報

漏洩のリスクを軽減するためには、個々人の意識･行動によるところが大きい。 

法人と学校それぞれに個人情報に関する規程が整備されている。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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9-3 学校評価 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-3-1 自己評価の実施体

制を整備し、評価を行っ

ているか 

規程を設け、自己点検･評価を

実施する。 

令和 3年 4月 1日に改正･施行

した自己点検･評価委員会規程

に基づき、令和 4 年度分につい

て令和 5 年 6月に実施した。 

指摘事項、意見等を踏まえ、改

善するため、PDCA サイクルを

活用して対応したい。 

・学則 

・自己点検･評価委員会規程 

・自己点検･評価報告書 

・本校 HP 

9-3-2 自己評価結果を公

表しているか 

自己点検･評価結果を速やか

に公表する。 

令和 3 年度分については、令

和 4年 7 月 30日に公表した。令

和 4 年度分については、令和 5

年 7 月下旬に公表を予定してい

る。 

 特記事項なし ・学則 

・自己点検･評価報告書 

・本校 HP 

9-3-3 学校関係者評価の

実施体制を整備し評価

を行っているか 

規程を設け、学校関係者評価

委員会を開催する。 

令和 3年 4月 1日に改正･施行

した学校関係者評価委員会規程

に基づき、令和 3 年度分につい

て、令和 4 年 7 月 3 日に学校関

係者評価委員会を開催した。 

 

令和 4 年度分については、令

和 5 年 7 月 2 日に学校関係者評

価委員会を開催する。 

 

 

意見･提言等を踏まえ、より良

い学校運営と教育活動ができる

よう、PDCA サイクルを活用し

て対応したい。 

・学則 

・学校関係者評価委員会規程 

・自己点検･評価報告書 

・本校 HP 

9-3-4 学校関係者評価結

果を公表しているか 

学校関係者評価結果を公表す

る。 

令和 3 年度分について、令和

4 年 7 月 30 日に自己点検･評価

報告書と同時に本校ホームペー

ジに公開した。 

 

令和 4 年度分については、令

和 5年 7月下旬に自己点検･評価

報告書と同時に本校ホームペー

ジに公開する。  

 

 

 

特記事項なし ・本校 HP 

・学校関係者評価報告書 

・自己点検･評価報告書 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

自己評価の実施に関する規程を設け、それに基づき、自己点検･評価ができている。 
 

PDCA サイクルが十分に機能し、改善に繋がっているとは言えないところもあるため、さらに、

点検のうえ、教職員の意識及び行動を変えることを優先して取組む必要がある。 

 

学校関係者評価の実施に関する規程を設け、それに基づき、学校関係者評価委員会を開

催した。委員からの意見や提言を踏まえて、より良い学校運営･教育活動が行えるよう更なる改

善に務めたい。 

特になし 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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9-4 教育情報の公開 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

9-4-1 教育情報に関する

情報公開を積極的に行

っているか 

教育に関する情報公開を積

極的に公開する。 

 

具体的には、 

1.入試･広報部を置き、パンフレ

ット、リーフレットの作成の

他、高校訪問等にて積極的に

情報を公開する。 

2.HP、SNS を活用し積極的に情 

報公開する。 

3.学校関係者評価報告書、職業

実践専門課程の基本情報を

公開する。 

左欄の方針等に従い、令和 4

年度について実施した。 

HP では、学校･学科紹介、OC･

入学試験情報、学生生活援情報、

トピックス･ニュースの投稿等

を行っている。 

「情報公開」のページに掲載さ

れているものとしては、学則、履

修規程、授業計画書（シラバス）、

職業実践専門課程及び高等教育

の修学支援新制度に係る関係書

類、自己点検・評価報告書・学校

関係者評価委員会報告書、財務

情報等がある。ホームページの

他に、SNS での情報発信を積極

的に行っている。 

本校 HP には、教員の紹介が

ないため、それを掲載できるよ

うにしたい。 

更なる情報発信のため、入試･

広報部、学生募集委員会及び学

園事務局総務部、広報部との協

力体制を強化したい。 

・本校 HP 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ＨＰでは、学校・学科紹介、OC・入学試験情報、学生生活援情報、トピック

ス・ニュースの投稿等を行っている。 

また、「情報公開」のページに掲載されているものとしては、学則、履修規程、

授業計画書（シラバス）、職業実践専門課程及び高等教育の修学支援新制度に係

る関係書類、自己点検・評価報告書、学校関係者評価委員会報告書、財務情報等

がある。他校を参考に、SNS を活用した情報発信を積極的に行うように、担当

部課、委員会の協力体制を強化していく。 

これまで公開していなかった「教育の目的」、「学則」、「履修規程」を令和 3年

5 月 25日に本校 HP に公開している。 

また、令和 4 年度適用の「学則」は、令和 4年 4月 25日に本校 HP に公開し、

「履修規程」は、授業概要に掲載し学生へ周知している。 

SNS での情報発信を積極的に行っている。 

 
最終更新日付 令和 5年 5月 8日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

大項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【社会貢献・地域貢献、国際交流】 県内の高等学校に、本校専任教員が出向き

講師として出前授業を担当し、学校の教育資源の活用を行っているほか、附属

鍼灸治療院･附属接骨院、本校の特徴を活かした社会貢献･地域貢献を積極的に

行っており、数多くの実績がある。 

 

また、学校として、あるいは各学科主導で地域住民（特に高齢者）や地域の小

学生を対象とした地域貢献活動も実施をしており、定着している。 

 

ただし、令和 2年度はコロナ禍により、その大半が中止を余儀なくされたが、

令和 4年度は、「健康で長生きまつり」は、本校 HP に動画を配信し Web 形式で

の開催に切替えるなど工夫を凝らして実施した。 

 

国際交流の面では、毎年日本鍼灸国際セミナーを開催し、日本伝統鍼灸を学ぼ

うとする海外の鍼灸師を対象に学校施設を会場にしての集中講座を開催し、本

校学生と参加者との交流が行われていた。 

また、アメリカの鍼灸大学院（AIMC）と姉妹校提携を結んでおり、定期的に

研修生を受け入れている。ただし、令和 2・3・4 年度はいずれもコロナ禍により

中止となった。 
 
 
総務省の「地域活性化企業人(企業人材派遣制度)」を活用した、宇多津町と関

東圏の企業との「日本一転ばない町」事業プロジェクト(事業年度：令和 5 年度

から令和 7 年度の 3 か年)への橋渡しを行い、本校も協力・支援することとし

た。 
 

【学生のボランティア活動】 学生のボランティア活動を推奨し、夏休みの課題

や授業の一環として取り組んだ学科がある。各学科の特色を生かしたものなど、

これまでの多くのボランティア実績がある。その内容は、本校 HP で紹介されて

いる。 

 これについても、令和 4年度は、コロナ禍により一部の活動が制限された。 

教育理念である自律、信頼、貢献に従い、医療系の専修学校という責任や社会

的役割を常に考え、積極的な社会貢献、地域貢献を行っている。 

 

令和元年度、過去 12 回実施された「平成相聞歌」を香川短期大学から引き継

ぎ、「令和相聞歌」（宇多津町、宇多津町教育委員会及び本校の共催）として実施

し、令和 4年度も継続して実施した。 

 

これは、宇多津町との官学連携事業であり、教育機関としての文化的貢献活動

である。 

 

令和 5年度からの、宇多津町の「日本一転ばない町」事業プロジェクト(事業

年度：令和 5 年度から令和 7 年度の 3か年)への協力、支援について、検討する

こととした。 
 
 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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10-1 社会貢献・地域貢献、国際貢献 

 

小項目 
ア 考え方・方針・目

標 
イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

10-1-1 学校の教育資源

を活用した社会貢献・地

域貢献を行っているか 

学校の教育資源を活用

し社会貢献・地域貢献を行

う。 

 

学科や附属治療院･附属

接骨院などの特徴を活か

した学科独自の取組みか

ら、地域住民･地域の小学

生を対象にした学校全体

として実施するものまで

幅広く実施する。 

 

宇多津町、丸亀市及び、  

坂出市等近隣住民の認知

症予防、介護予防、健康長

寿、健康促進、運動機能の

測定、発達相談などの企画

を実施する。       

 

スポーツ大会での救護活

動を行う。 

 

香川県赤十字血液センタ

ーの献血に協力する。 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度においては、左欄の方針･目標等のとお

り、コロナウィルス感染症の防止対策を講じながら

実施した。 

 

「健康で長生きまつり」は、本校 HP に動画を配

信し Web 形式での開催に切替えるなど工夫を凝ら

して実施した。 

 

1．鍼マ・鍼灸：「はりきゅうの日 無料体験」 

2．柔整：【町住民の健康増進活動】 

「歩こううたづウォーキング」 

    宇多津町子育て事業の支援 

3. 理学：第 1～5 回『シン』理学シリーズ健康教室

住民公開講座、専任教員による社会貢献・

地域貢献 

4. 作業：第 1～5回『健康サロン「浜 5番丁カフ 

ェ」』、 

     第 1～4回「あそび教室」、 

     宇多津町地域づくりによる介護予防推 

進事業の支援、 

     宇多津町の「まんでがん体操」、宇多津 

町・丸亀市の「認知症予防体操」の支援 

5. 看護：「ひなまつり立雛展」学生作品展示支援 

6．附属鍼灸治療院：第 1～10 回「健康教室」 

7．附属接骨院  ：第 1～9 回「ノルディックウォ

ーキング教室」 

8．地域連携センター： 

①第 6回「健康で長生きまつり」:全学科支援 

②第 3回「夏休み小学生宿題チャレンジ」:全学科 

支援。 共催：丸亀市教育委員会、 

坂出市教育委員会、宇多津町教育委員会 

社会貢献・地域貢献に関

する部署（地域連携センタ

ー）が設置されている。 

 

長年、各学科・各部署主

催で企画・実施してきてい

る事業もある。 

 

また、全校的な事業もあ

り、引き続き、連携・協力

が必要である。 

 

 

・本校 HP 

・教務日誌 

・各種チラシ 
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③第 4回「令和相聞歌」：学科専任教員参画 

・宇多津町との共同事業 

・共催：宇多津町教育委員会、宇多津町、 

四国医療専門学校 

9．救護活動支援 

・各種少年柔道大会や各種高松・中讃岐地区柔道大

会、高専柔道全国大会等における救護活動の実施 

10．献血協力 

 日本赤十字社への献血協力 

 

10-1-2 国際交流に取組

んでいるか  

国際交流に取り組む。 

 

日本伝統鍼灸を学ぼう

とする海外の鍼灸師を対

象に日本鍼灸国際セミナ

ーを開催、その中で、鍼灸

マッサージ学科・鍼灸学

科、看護学科学生と参加者

との交流を行う。 

 

令和 2～4年度は、コロナ禍のため国際交流が実施

できなかった。 

 

コロナ禍が沈静化すれ

ば、改めて新規に国際交流

に関する取組みを検討し

たい。 

 

また、海外研修旅行が長

年休止されているが、これ

についても、コロナ禍が沈

静後、当該地域の治安状況

にも鑑みながら、再開を検

討したい。 

・本校 HP 

・教務日誌 

 

 

点検中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

令和 4 年度は、コロナ防止対策上を実施しながら、講師派遣、施設の開放な

ど教育資源の活用、学科や附属治療院・附属接骨院などの特徴を活かした学科

独自の取組みから、地域住民･地域の小学生を対象とした学校全体として実施す

るものまで幅広く実施する計画で行った。 

ただし、行事によっては動画を配信するなど Web 形式での開催に切り替えて

実施した。 

 

令和元年度、それまで香川短期大学が担当していた「平成相聞歌」を引継ぎ、

「令和相聞歌」として宇多津町･宇多津町教育委員との共催で実施した。 

令和 4年度も継続して実施した。 

全学科のかなりの専任教員等が、何らかの形で社会貢献、地域貢献活動を行っ

ている。 

全学科、全部署の社会貢献・地域貢献活動状況の把握を行った。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 
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10-2 ボランティア活動 

 

小項目 ア 考え方・方針・目標 イ 現状・具体的な取組等 ウ 課題と解決方向 エ イの参照資料等 

10-2-1 学生のボランテ

ィア活動を奨励し、具体

的な活動支援を行って

いるか 

積極的にボランティア活動を

推奨する。 

 

学科として夏休みの課題や授

業の一環として学生ボランティ

ア活動に取り組ませる。 

 

また、学校全体として年間 2

回の日赤献血協力を行う。 

 令和 4 年度は、コロナ禍のた

め学生のボランティア活動を奨

励するには至らなかった。 

  

香川県赤十字血液センターの献

血協力については、同センター

からの要請に基づき 2 回実施し

た。 

ボランティア活動の成果の記

録、教育効果の検証など全校的

にとりまとめ管理したい。 

 

学校としてのボランティア活

動は、その内容を検証するなど

見直しを行い、参加するイベン

トを取捨選択することを検討し

たい。 

 

・本校 HP 

・教務日誌 

・ボランティア計画書 

・ボランティア記録 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校として学生のボランティア活動を推奨し、令和元年度には夏休みの課題

や授業の一環として取り組んだ学科があり、各学科の特色を生かしたものなど

実績があるが、令和 4 年度は前年度に続くコロナ禍により学生に自重を求めた

ため、積極的な活動は行えなかった。 

 

また、コロナ禍の影響により、学校としてのボランティアも十分には行えな

かった。 

毎年 2回実施されている「宇多津町クリーン作戦」（宇多津町主催）について、

実施日がいずれも日曜日であることから任意参加としているが、町から案内が

あった際には、教職員に参加を呼びかけている。 

 

令和 4年度は、コロナ禍で規模を縮小して行った。 

 
最終更新日付 令和 5年 6月 2日 記載責任者 学校事務局長 小森 元章 

 

 

 


